
コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の支援事業について
「ARTS for the future!事業」を中心とした説明会

令和３年 ４月２８日
文化庁・経済産業省主催
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本日の流れ

１．挨拶
文化庁長官 都倉 俊一
経済産業省審議官（商務情報政策局担当）三浦 章豪

２．J-LODlive2 について
経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課長 高木 美香

３．ARTS for the future! ほか関係施策について
文化庁参事官（芸術文化担当） 梶山 正司

４．質疑応答
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（１）公演の開催費用等
（２）延期・中止した公演等のキャンセル費用等 を

引き続き支援します

４月７日（水）申請受付開始
＜お問合せ先＞
事務局：特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）
電話番号：0120-68-7322 HP（１）https://j-lodlive2.jp、（２）https://cancel.j-lodlive2.jp
（１）及び（２）の公演分野：経済産業省コンテンツ産業課：media-contents@meti.go.jp
（２）の展示会分野：経済産業省クールジャパン政策課：exhibiton_cancel@meti.go.jp
（２）の遊園地・テーマパーク分野：経済産業省クールジャパン政策課：amusementpark_cancel@meti.go.jp

（１）公演の開催費用等の支援

（２）延期・中止した公演等のキャンセル費用等の支援

対象分野 公演、展示会、遊園地・テーマパーク

申請者 公演、展示会、遊園地等の運営・主催法人

補助率（補助上限額） １０／１０（２，５００万円／１件）

補助対象経費
① 延期・中止した公演や展示会、

休園した遊園地等に関するキャンセル費用
② PR動画の制作・配信に関する費用

対象分野
音楽、演劇等（文化芸術基本法第８条ないし第
１１条に定める文化芸術分野）のうち公演を実施
する分野

申請者 公演の主催者となる法人

補助率（補助上限額） １／２（３，０００万円／１件）

補助対象経費 ① 公演の実施に関する費用
② PR動画の制作・配信に関する費用

新型コロナウイルス感染症のまん延により、コンテンツのプロモーションの機会を失った事業者の皆さま

国内におけるポストコロナを見据えた収益基盤の強化に資する公演及び当該
公演を収録した動画の全部又は一部の海外向けのデジタル配信の実施を支援

開催予定であった公演等を延期・中止した主催事業者に対して、
当該公演等のキャンセル費用及び関連映像を活用した動画の制作・配信の実施を支援

【令和２年度三次補正予算 コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金】
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ଓஃসओਹ৷भুਬऌ�
ଓஃসਁ൳ਏඨ

Version2(2021.4.7)
মછभઍमઔऩऎಌऔोॊহऋँॉऽघ

ଓஃসਁ൳ਏඨ

॥থॸথॶॢটشংঝਏলയਤহાଓஃসقਕઃଓਫك

live2
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ऒभછథपणःथ
মછपमؚऒभଓஃস॑ણ৷घॊअइदਏधऩॊؚ੯ؚਏ੯ؚুਢभঝشঝृؚृैऩऐोयःऐऩःऒधؚृढथमःऐऩःऒधಉ �ؚऒभଓஃস॑ਭ
ऐथহ॑ਤघॊअइदপજऩহඨऋؚිၨप੶ൗखथँॉऽघ؛হभमؚমછ॑ेऎउഭापऩॉؚଓஃস॑થपओણ৷ऎटऔः؛ऽञম
છमਂपၖऔोॊऒधऋँॉऽघभदؚक़ख़ঈ१ॖॺृহਜଂऊैभওشঝঐफ़४থಉदؚমછभၖੲਾपुओିਔऎटऔः؛ਐऋؚரହভ
ಉृਾಉधؚমછभਠृੰऋ౮ऩॊৃ়मؚমછभਈৗගभ੶ൗহඨऋરऔोऽघ؛
ऒभଓஃসभઐહपणःथम�َ ଓஃসಉपબॊभষभిਫ৲पঢ়घॊ১ �ೣਮ ��ফ১ਸ਼ ��� ಀ ��َُ ଓஃসಉपબॊभষभిਫ৲पঢ়घ
ॊ১ষഥ �ೣਮ ��ফഥਸ਼ ��� ಀ ��َُ ॥থॸথॶॢটشংঝਏলയਤহાଓஃসઐહਏഹَُ ॥থॸথॶॢটشংঝਏলയਤহાଓஃস
ઐહૠங �ُउेलजभभ১ഥभीपेॊऺऊؚऒभଓஃসਁ൳ਏඨभीॊधऒौपेॉऽघ؛
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ऒभଓஃসभ৯����
ऒभଓஃসमؚഥਮڮফ২ � ઃଓਫपेॊَ॥থॸথॶॢটشংঝਏলയਤহાଓஃসُ॑ણ৷ख્ؚశਹણ১য൸ਓஷ௪
ਃଡଓஃসহऋহਜଂधऩढथৰघॊुभदघ؛
বਗभৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉఁপभ୶ऋশ৲घॊরؚমभ॥থॸথॶभਲਗன৫भউটঔش३ঙথभਃভऋଷॎोथःॊऒध॑ਭऐؚ
ఠ௫ؚแಉقધ৲഼੦ম১قਛگڭফ১ਸ਼ڴڰڭಀكਸ਼ڴऊैਸ਼ڭڭपीॊધ৲഼ী॑ःअك؛भবपउऐॊএ५ॺ॥টॼ॑ৄ
ྚइञઽஇ੦ೕभਘ৲पৱघॊਁलਊჾਁ॑ઽஈखञभ৸ྼमभਲਗऐभॹ४ॱঝଦਦभৰपेढथমभ॥থॸথॶभউ
টঔش३ঙথ॑ষअহपৌखथؚଓஃস॑ઐહघॊऒधपेॉؚমभ॥থॸথॶಉभਲਗன৫॑യਤखَؚ মঈشলُ॑ৢगञَঢ়৴
ਓभਲਗன৫भఁপُलَ௰ਗবযಉभയਤُपणऩऑॊऒध॑৯धखथःऽघ؛

��ؙमगीपؙ

㋃ڧ
ఠ௫؞แಉभਁ

਼ੀ ��যभ
মभ॥থॸথॶभੳੴ

ਁभઽஈ൸॑ણ৷खञ
ਲਗऐউটঔش३ঙথ

ਲਗৃभඃ੭؞
ঢ়৴ਓभ؞
ؙਲਗன৫षभఞଖ
௰ਗবযभੜਸ؞

মঈشभল
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মଓஃসमਿभഥਮڮফ২ଓਫपेॊَ ॥থ
ॸথॶॢটشংঝਏলയਤহાଓஃসقਕઃ
ଓਫُ॑كহपமपଓஃघॊुभदघ؛
ਊଓஃসभَู॑ -�/2'OLYH� धُखञञी ઃଓڭؚ
ਫभَู॑ -�/2'OLYH� धُघॊऒधदયશ
खऽघ؛

ଓஃস
মଓஃসभଓஃ॑ਭऐथৰघॊহَ॑ மଓஃ
হ धُःः মؚછपउःथमَ হ धُళलऽघ؛
ऽञ �ؚजभহ॑ষअহَ॑ மଓஃহُ
धःः মؚછपउःथमَؚহ धُళलऽघ؛�������������������������

হ؞হ
৽ੋਓेॉَ ॥থॸথॶॢটشংঝਏলയ
ਤহાଓஃস भُઐહ॑ਭऐ �ؚଓஃসभ൳ૐृઐ
હ॑ষअੌ௶॑হਜଂधःः �્ؚశਹણ১য
൸ਓஷ௪ਃଡଓஃসহਜଂऋजभભ॑૿ढथः
ऽघ؛মછपउःथम �َؚ ଓஃসহਜଂ ऽُञमَ হਜ
ଂ धُళูखऽघ؛��������������

হਜଂ ਗଟਪ৩ভ

হदઞॎोॊ৽ાपमଓஃসभَ ৌ৽ા धَُ ৌ
ਗ৽ા ऋُँॉ �ؚଓஃসभৌधऩॊभमَ ৌ৽
ા भُादघ؛खञऋढथૢ൳पँञढथमমછभ
ৌ৽ાभඨ॑ेऎഭा হؚੑ॑ञथॊेअप
खथऎटऔः؛

ৌ৽ા
মଓஃসदमَଓஃৌ৽ાभ �ীभ ق�
����� ਐُ॑ଓஃखऽघ؛

মଓஃস॑ਹ৷खञःணடऋਏછథ॑ତइथ
লघॊऒध॑ःःऽघ؛:(%दૢ൳ऋदऌॊ
ணட३५ॸदमग़থॺজشधुళलऽघ؛ਉಋؚ
࿒ౝসपഁજॉऽघ؛

ணடऔोञহमؚದઃଟਪ৩ভप໔ैो఼උ
ଟਪपेॉَ ఼උ ऊَُ ਂ఼උ ऋُৠखऽघ؛ऽञؚ
఼උपँञॉ੯ऋહऔोॊऒधुँॉऽघ؛�࿒
ౝসपഁજॉؚഁજॉऊै �ౝभস
ऽदपଟਪટ॑ৢੴखऽघ؛

ଓஃ૨ ૢ൳ ఼උਂ؞఼උ

఼උऔोञহपৌखؚহਜଂऋઐહৠৢੴછ
॑ষखऽघ؛ৢੴછभહऋઐહৠधऩॉ
ऽघ؛

औोञহ॑घसथીവखؚघसथभ੍௸॑
ીइؚৰౚਾઔછ॑লघॊহदघ؛হവ
म ਉؚಋधखथ �ؚਁऊै ��� ਰधखऽघ؛

ઐહৠऊैহവऽद॑হधःःऽ
घ؛

হੲपेॉহੑपಌऋেगॊৃ়मؚசृऊ
पহਜଂ૿ਊपਾઔखथऎटऔः؛ਏऩুਢ੧
खऽघ؛���������������������

ઐહணட؞ઐહৠ হവ হ ੑಌ

ৰౚਾઔ॑ਫ਼ਪख఼ؚඋऔोञઍनउॉपহ
ऋৰऔोञऊनअऊؚ৽ાऋిજप੍লऔोञ
ऊनअऊ॑ਫ਼ਪखऽघ؛হदেखञਛટृؚ
டછ੍؞௸ಉभᡮథमؚऒभৎपॳख़ॵ
ॡखऽघ؛ਫ਼ਪभટप੦तऌؚଓஃসभ੍௸પ
॑નखؚৢੴखऽघ؛

ଓஃসभપभન॑ਭऐञহमؚಖ௸டછ
॑ਛखथহਜଂपଓஃস॑டखऽघ؛হਜଂ
मಖ௸டછ॑ਭ৶खञैؚਈশ ��ؚਈಢ
��द�उ੍௸ःखऽघ؛
�া���  ���  ��� पഁीજॉؚजोझो
��� ���  � โ �� पஷाऽघ �

નਫ਼ਪ؞પभન ଓஃসभட੍؞௸

মછदઞॎोॊ৷ୁमਰৣभेअपଝखऽघ

৷ୁૐؙ03

হਜଂप৴൪खऩःऽऽহઍऋಌऔोॊ
धؚଓஃস॑ઐહदऌऩऎऩॊउजोऋँॉऽ
घ؛

ৌ৽ાमા৯ऩनभ৯दम
ऩऎৰ৬दਖ਼औोऽघ؛
�������������������

হവऽदप੍௸ॎोञ৽ાभा
ऋଓஃभৌपऩॉऽघ؛������������������

হਜଂऊैஆয়खञੌ௶धखथؚ�ਰ ��
भથपेॉଡਛऔोथःॊଟਪ৩ভदघ؛�
ૢ൳औोञহपणःथ఼ؚඋಉଟਪृ �ؚঝشঝृ
੦॑ిਫ৲घॊञीप໔ਖ॑ষअਃঢ়धखथभ
૽સ॑૿ढथःऽघ؛�����������������
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दँढथुؚଓஃসभऋऩऎऩॉઃਸ਼ؚીവखऽघ؛

ઐહৠڂ

નਫ਼ਪؚઐહપभৢੴڂ

ૢ൳

হ

ଓஃসभ੍௸

হभ൳ૐ৫
����ফ�া�

ଓஃস੍௸
����ফ�া��

ऒभଓஃসহभৰ

��ؙৰؙ

ऒभଓஃসহभৰम �ؚ���ফ�া�ेॉ����ফ�া��ऽदधऩढथःऽघ؛
ଓஃসभૢ൳ হؚവ ଓؚஃসभ੍௸ःम जؚोझोৣ੶भधउॉਝऔोथःऽघभदओିਔऎटऔः؛

ணடभৌधऩॊਁৰमपಌৗखथষऎदघ؛
ถमڲᅚ॑ओසऎटऔः؛

ਉಋधखथ �ؚহവमਁऊै���ਰपਝःञटऌऽघ؛

হ

ணட
����ফ�া��

হവ
����ফ�া��

9



���ૢ൳ؙ05
ਉಋؚ࿒ౝসपૢ൳॑ഁજॉऽघ؛
������ফپ া ��भઃभഁજमؚ����ফ �া ��धऩॉऽघ؛
ؙ����ফ �া �भઃभഁજमؚ����ফ �া ��धऩॉऽघ؛
ؙ����ফ ��া ��भઃभഁજमؚ����ফ �া �धऩॉऽघ؛

�؛જदघഁ؞؞؞�ഀ　

ਉಋؚഁજऊैڮౝभসऽदप఼౯॑৴൪खऽघ؛
����ফپ �া ��ഁજॉীपणःथमؚ����ফ �া ��ऽदप఼౯॑৴൪खऽघ؛�
ؙ����ফ �া �ഁજॉীपणःथमؚ����ফ �া ��ऽदप఼౯॑৴൪खऽघ؛
ؙ����ফ ��া ��ഁજॉীपणःथमؚ����ফ �া �ऽदप఼౯॑৴൪खऽघ؛

★
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ऒभଓஃসহभணட

��ؙணட

ணட૭ચऩਁधணடਭહमక੶भभधउॉधऩढथउॉؚٴ
ؙ�ऊাओधपपಌৗऔोऽघ؛
ؙ
ؙ؟����ফ�া��भਁ॑ணடघॊৃ়
����ফ�া��ਰఋपணட૭ચڀؙؙؙ

दँढथुٴ ଓؚஃসभऋऩऎऩॉઃਸ਼ ીؚവखऽघ؛
ؙऩउ -ؚ�/2'OLYH�भक़ख़ঈ१ॖॺपथ ದؚઃ৲૨॑ಌৗखथ
ؙःऽघ؛

ணட૭ચऩਁ

����ফ�া��ऽदभਁ

����ফ�া��ऽदभਁ

����ফ��া��ऽदभਁ

����ফ��া��ऽदभਁ

����ফ��া��ऽदभਁ

����ফ�া��ऽदभਁ

����ফ�া��ऽदप
হവघॊਁ

ணடਭહ

����ফ�া��ਰఋ

����ফ�া��ਰఋ

����ফ�া��ਰఋ

����ফ�া��ਰఋ

����ফ�া��ਰఋ

����ফ�া�ਰఋ

����ফ�া�ਰఋ
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���ৌহؙ��

মभ॥থॸথॶभਲਗன৫भയਤधःअऒभଓஃসহभ৯पปःؚਁभಈऋؚবद
ઽஇ੦ೕभਘ৲पৱघॊমभ�॥থॸথॶभਁ॑ৰखكؚ⋇ق जभઽஈ൸॑ણ৷खथख
ञউটঔش३ঙথ॑ਲਗपਦघॊك⋈قহऋৌदघ؛৬ऩਏ੯ಉमઃᅚਰఋ॑ओનੳ
ऎटऔः؛

؛ઐહৠਰఋपৰघॊহऋৌदघپ
؛১ഥऽञमਁଐႳपખघॊহमৌपऩॉऽच॒پ
ਏடಉउेल؞ৰৎਡपउऐॊৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়घॊਿؚਿಉभ্ଉਁپ
ؙரओधभഉఁপଆफ़ॖॻছॖথಉपખखऩःহपॉऽघ؛

★

12



��ؙৌহق⋇َ ਁभಈُपणःथك

⋇َؙ ਁभಈڭپऋؚবदઽஇ੦ೕभਘ৲पৱघॊڮپ�মभ॥থॸথॶभ
ؙؙਁ॑گپৰُपणःथ

ؙ
َؙڭپ ਁभಈُपणःथ

ಈधमॳॣॵॺଊએभಈदमऩऎؚਏऩા৷॑૿खؚਊჾਁभজ५ॡ॑ढथःٴ
ؙॊ১য॑ःःऽघ؛
भৃ়पमؚমଓஃসभணடधऩॊಈपणःथؚলৱكଲ৩ভ॑அिقऩउؚુলৱٴ
ؙ৸৩भ়ਔऋਏदघق؛ૄँॉ؛��ᅚසك؛
ऽञमقরૃखञਁभಈध౮ऩॊदँढथुؚಈभভृঢ়৴ভ؞ऽञؚభٴ
ؙভؚك ಈदँॊযऋ৻॑ਜीॊ১যؚணடभਲਗਠ১যमணட૭ચदघ؛
����ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪभऽ॒భभ୶पेॉؚٴ ফ �া �ऊै ���� ফ �া ��ऽद
ؙपखथःञবਗभমभ॥থॸথॶभਁ॑భ؞রૃखञಈपॉऽघ؛
ऩउؙؚپؙ মহषभணட૭ચ੯ਯपणःथमؚع����ᅚ॑ओનੳऎटऔः؛

؛১যधमؚ৬पमਰৣभधउॉदघپؙ
ؙ كశਹ১য॑அिقমभ১ഥप੦तऌਝয়औोञ১যكڭقؙ
ؙ ্ঽ১दीैोञ্ਁુ੮৬كڮقؙ

★
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���ৌহق⋇َ ઽஇ੦ೕभਘ৲पৱघॊُपणःथؙك ��

َؙڮپ ઽஇ੦ೕभਘ৲पৱघॊُपणःथ

ؙਁभৰपँञढथؚਊჾਁभઽஇपઉமऩ୶॑ऻघ্১द॥থॸথॶभؙ
ؙહਸக॑औचॊञीभੌा॑ষअऒध

؛ணட३५ॸपउःथؚৰभઽஇ੦ೕभਘ৲पৱघॊੌपणःथؚ৸थॳख़ॵॡखथऎटऔःپ
ؙऩउ ઽؚোੜपᇽऋॊੌ॑ৰघॊৃ়म ઽ੍ؚੑછलઽ੍ਾઔછभઽোჷप जؚभ຺੶ൗखथऎटऔः؛
ؙऽञؚৰधखथணடखञੌ॑ষढथःऩःऒधऋਖ਼खञৃ়मؚଓஃস॑ନ൬खथःञटऎৃ়ऋ
ؙँॉऽघ؛

؛ઽஇ੦ೕਘ৲ੁभৰपँञढथؚजभા৷ऋৌા৷धऩॊऊमશಥਔൢःऽघپ

★
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ؙఠ௫ؙؙؙؙؙএॵউ५طটॵॡؙؙసᅌශطసؙؙ॔ॽওؙؙ४ক६ؙؙॡছ३ॵॡ
ؙؙ
ؙแؙؙؙؙؙแؙؙগش४ढ़ঝؙؙဈؙؙ
ؙؙ
ଁ഼ચؙؙؙؙసᅪؙؙ௫ؙؙચ௫ؙؙધ௫ؙؙੌဈؙ

഼ؙચؙؙؙؙؙୁؙؙၟྜؙؙؙؙၟؙؙෂශؙؙస

��ؙৌহق⋇َ মभ॥থॸথॶभਁُपणःथك

َؙگپ মभ॥থॸথॶभਁُपणःथ
؛���पჾਊघॊुभ॑ःःऽघ�����ऽञम��মधमؚਰৣभٴؙ������������
ؙ ऋ෩ਥभ৸ऽञम॑થखथःॊ॥থॸথॶك؛ਰৣग؛શెક॑அि્قমবড়كڭقؙ
ؙؙؙؙ ශजोझोदढ़क़থॺखؚ؞ॺभৃ়पमؚ७ॵॺজ५ॺभ௫ශ॑ဨشइयؚఠ௫॥থ१قؙ
ؙؙؙؙؙૌਯ॑মবড়ऋষढथःॊك
ؙ মবড়ऋजभৰप৬पঢ়ଖखथःॊ॥থॸথॶكڮقؙ
ؙؙؙؙ ش४ঐॿشखऎम५ॸुش१شइयؚ૽ؚলੇऽञम૰ؚ૰ؚউটॹগقؙ
ؙؙؙؙؙ४কشऽञमऒोैपङॊऋমবড়भৃ়ृলभૌਯऋমবড়ك
ؙؙञटखؚଁ഼ચ഼ؚચীभ॥থॸথॶपउःथमؚ੶भमँॉऽच॒؛ऽञؚૄप
ؙؙ੶भંपჾਊघॊৃ়पउःथुؚञटठपَমभ॥থॸথॶُपჾਊघॊधਖ਼औोॊॎऐ
ؙؙदमऩऎؚਁभઁਾઍಉ౾ಹभহੲ॑અൟखؚଟਪ৩ভपउःथَমभ॥থॸথॶُჾਊ
ؙؙਙऋਖ਼औोऽघ؛
����
ऊैڴਸ਼كಀڴڰڭফ১ਸ਼گڭਛقધ৲഼੦ম১ق॥থॸথॶभਁधमؚ॥থॸথॶ৸ಹٴؙ
ؙؙਸ਼ڭڭपीॊધ৲഼ীكभअठؚਁ॑ৰघॊदँढञী॑ৌधखथःऽघ؛

★
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���ৌহق⋇َ মभ॥থॸথॶभਁُपणःथؙك 11

؛થમभৢଞਁभऺऊؚਰৣभਁुৌपऩॉऽघٴ
ؙؙؙ另ؙজ॔ঝॱॖইঝଦਦपेॊ૮௴भਁق೫࿒भളਯ५ॱ४ड़॑ड़থছॖথदৎமਢघॊজ॔ঝॱॖ
ؙؙؙؙؙਁुஅिك
؛হઽஈखञ൸॑েଦਦभुखऎम৸पણ৷घॊऒधु૭ચदघپؙؙؙؙؙ
ؙؙؙؙؙؙजभৃ়ؚઐહৠਰఋपઽஈ॑ষढथऎटऔः؛
ؙؙؙؙؙؙઐહৠपઽஈ॑ষढथःञৃ়मؚઐહৠपেखञઽஈા৷मଓஃৌਗदघ؛
ૌுप'9'ؚଦਦؚॸঞঅଣಉदઞ৷खञ൸ાमؚমਁभાपमჾਊखऩःञीؚଓஃپؙؙؙؙؙ
ؙؙؙؙؙؙৌਗदघ؛

ؙؙؙ另ؙ༓ೖમقোৃમृଳലમكऋ૮મभਁ
রૃखञਁधङखुઍदँॊਏमँॉऽच॒؞భؙپؙؙؙ

؛इयؚਰৣभਁमৌਗदघٴ
ؙؙؙ另ؙૹਝಉषभૐ॑৯धघॊਁ
ؙؙؙ另ؙ੫؞੮৬भ৩؞৩भૣਹௐে॑৯धघॊਁؙಉ

★
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��ؙৌহ35⋈قभਦك

⋈َ ઽஈ൸॑ણ৷खथखञউটঔش३ঙথ॑ਲਗपਦُपणःथ
؛ଦਦखथऎटऔः؞३ঙথ॑ਛشਰৣभਏ୩पखञऋढथؚউটঔٴؙ

ઍٴ
ؙ另म ॥ؚথॸথॶभઍ॑উটঔش३ঙথघॊधःअ௴ਡऊै ৰؚقइय ఠؚ௫ਁदँोय0&ृॺشॡಉदमऩऎ ؚས؞
ؙ���సكपঢ়घॊदँॊऒध؛
ؙ另ৰखञਁभઽஈ൸भಚीॊસ়ऋؚ৸৬भૌਯदँॊਏऋँॉऽघ؛ञटखؚছॖ७থ५ీ৺ಉभृि॑੭ऩः
ؙؙহੲपेॉऩৃ়पमؚਗपੳीैोॊऒधऋँॉऽघقૄँॉ؛��ᅚස؛ك
ؙ؛जभৃ়ुؚઽஈ൸॑જઞ৷खऩःमੳीैोऽच॒پؙؙ

মਯٴ
ؙ另ڭணடपणऌڭমਰقऩखك؞ଦਦघॊऒधऋਉಋदघ؛ञटखؚਲਗன৫भञीभટऩউটঔش३ঙথ॑ৰ
ؙؙघॊ௴ਡऊैؚਰৣभৃ়मऒभॉदमँॉऽच॒؛
ؙ ؟৯भਁ॑गভৃदളਯৰखञৃ়كڭقؙ
؛ଦਦखञधाऩखऽघ؞ଦਦ॑ुढथؚணடपणःथ॑؞भभਁभઽஈ൸॑ઞ৷खञभ્؞ؙؙؙ
ؙ ؟৯भਁ॑ളਯभভৃदৰखञৃ়كڮقؙ
ଦਦ॑ुढथؙؚ؞ളਯभভৃभਁभઽஈ൸॑ੌा়ॎचञऽञम્भभਁभઽஈ൸॑ઞ৷खञभ؞ؙؙؙ
ؙؙؙؙணடपणःथ॑؞ଦਦखञधाऩखऽघ؛
ؙ
भশऔٴ
ؙ另ਈڱীਰقऩखكधखऽघ؛ऩउؚजभप॑؞ଦਦघॊৃ়पमؚजभশಢमਖःऽच॒؛
ؙؙ؛ઽஈ൸ऋજઞॎोथःऩःमੳीैोऽच॒پؙؙ
ؙ
ك३ঙথऋৌشমଓஃস॑ਹ৷खथऔोञ৸थभউটঔپق؞ଦਦ্১ٴ
ؙ另ன৫भব؞ୠभકऋ૮મदଳലदऌॊᄘ৬قভ৩ఃஈऋਏऩৃ়ुஅिكदଦਦखथऎटऔः؛
ؙ另भଦਦमؚଦਦऊैڭফਰधखऽघ؛ञटखؚছॖ७থ५ీ৺ಉभृि॑੭ऩःহੲपेॉऩৃ়पमؚਗ
ؙؙऋੳीैोॊऒधऋँॉऽघقૄँॉ؛��ᅚස؛ك
ؙ؛जभৃ়ुؚજଦਦखऩःऒधमੳीैोऽच॒پؙؙ

★
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ৌহ35⋈قؙൕলੲਾؙك 13

補助金を受けて制作･配信する動画の最後に
本ロゴマークを「止め画」として掲出ください。
ただし、掲載媒体・配信媒体のルール等により、
困難な場合は、可能な限り後ろの位置に掲出
してください。

原則として動画の最後に掲出してください。

３パターンのいずれかとします

＜基本形＞

基本形
（白地に黒）

着彩形
（白地に赤）

反転形
（黒地に白）

掲出時間（赤枠部分）　推奨3秒 最短1秒

本編

エンドクレジット

ロゴマーク概要 掲出ルール
掲出位置

カラーバリエーション

この部分はコンテンツのジャンルにより
事務局が指定する選択肢の中で選択が可能です

ك३ঙথऋৌشমଓஃস॑ਹ৷खथऔोञ৸थभউটঔپقൕলੲਾٴ
ؙ另ট०ঐشॡكپقउेलਁ؞ৎৃ؞ਚभੲਾमؚன৫भব؞ୠभਁ৷ୁقডشঝॻডॖॻभৃ়मஶୁभादु૭كद੶घॊ
ؙؙਏऋँॉऽघ؛ञटखؚਲਗன৫भञीभউটঔش३ঙথभ௴ਡऊैથदँॊৃ়पमؚমୁभಡ੶ु૭ચदघ؛
ؙؙऩउؚ৯भਁ॑ളਯৰखञৃ়पम �ؚभৎৃ؞ਚ॑घसथൕলखथऎटऔः؛�
؛ॻदऌऽघش४धਹ৷ঐॽগ॔ঝमઐહৠपଓஃস३५ॸेॉॲक़থটشॱभঃॵॣشॡभॹشট०ঐپؙؙ
ؙ另লभউটইॕشঝؚँैघगऩनभൕলु૭ચदघ؛ऩउؚ॥থॸথॶभীपेढथम॥থॸথॶभઍ॑इॊஊొभൕলुတ
ؙؙऔोऽघؙ؛
ؙ另पउऐॊੲਾभൕল্১قଧਯؚ१ॖ६ؚਜ਼઼ಉكमਖःऽच॒؛

18



��ؙৌহ35⋈قؙൕলੲਾك

ৢુٴ
-DSDQ�&RQWHQWؙ
ؙؙؙؙؙؙؙؙ
DSDQ�&RQWHQW-ٴ दमऩऎશभীभู॑੶घॊৃ়मؚৣ੶भःङोऊ॑ઞ৷खथऎटऔः؛

घसथ௧৷भইज़থॺ॑৷ਔखथःऽघभदؚઐહৠपپ
ؙ�ଓஃস३५ॸेॉॲक़থটشॻखथऎटऔः؛

-$3$1
music

-$3$1
SRS

-$3$1
rock

-$3$1
HQND

-$3$1
DQLVRQ

-$3$1
MD]]

-$3$1
FODVVLFDO�PXVLF

-$3$1
WKHDWUH

-$3$1
NDEXNL

-$3$1
UDNXJR

-$3$1
PDQ]DL

-$3$1
NRGDQ

-$3$1
PDQGDQ

-$3$1
rokyoku

-$3$1
NDVKR

-$3$1
JDJDNX

-$3$1
QRK

-$3$1
EXQUDNX

-$3$1
kumiodori

-$3$1
PXVLFDO

-$3$1
GDQFH

ٜٛ
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ணட૭ચ੯ਯؙ15

ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪभഉఁপपൣःؚ�����ফٴ �া �ऊै �����ফ �া ��ऽदप
ؙखथःञবਗभభ؞রૃखञਁ�੯पৌखथؚ�੯भணடऋ૭ચदघ؛
ؙؙؙؙؙؙؙؙؙ؟ڭಈधखथ�����ফ �া �ऊै����ফ �া ��ऽदपభ؞রૃखञਁਯऋ��੯भৃ়ؚ��੯ऽद
ؙؙؙؙணடऋ૭ચ
ؙ؟ڮप؞ఽਁڮৰघॊৃ়ؚڮ੯भணடऋਏ
ؙؙ
ഥਮقহڭञटखؚ-�/2'OLYHؙپؙ �ফ২ �ઃଓਫكषभணடৱતधखथઞ৷खञభ؞রૃਁ॑মহषभ
ؙؙؙணடৱતधखथളखथணடघॊऒधमੳीैोऽच॒؛
ઃଓਫَ$576�IRU�WKH�IXWXUHُधभള੍ର॑ೂऐॊञीؚਁभઍؚলؚ५ॱॵইگফ২ڮഥਮؙپؙ
ؙؙؙऋ౮ऩॊৃ়ಉ়ؚपਖ਼खञટؚ౮ऩॊਁधଟਪऔोञৃ়॑ऌؚਁಉपৌखथহऊै
੍ؙؙؙର॑ਭऐॊऒधमदऌऽच॒؛
রૃਁ॑ணடৱતधखथؚভৃभઽઍযਯऋ�����যਰभਁ؞ऽञؚভৃभઽઍযਯऋ�����যभభؙپؙ
ؙؙؙ॑ৰघॊணடमੳीैोऽच॒؛
রૃਁ॑ணடৱતधखथؚઽઍযਯ�����যਰभভৃद؞ऩउؚ૮௴ਁपणःथमؚ�����যभభؙپؙ
ؙؙؙৰघॊऒध॑ੳीऽघ؛

�����যਰ �����য

�����য

�����যਰ

ணடघॊਁ

ख
ञ
ਁ


భ

؞
র
ૃ ×

★
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��ؙணட૭ચ੯ਯ

पउك�OLYH'2/�-قलমহڭরૃਁऋऩऎऩढञৃ়मؚ-�/2'OLYH؞ணடৱતधऩॊభٴ
ؙःथணடৱતधखथ఼උقૄَگଓஃসઐહணடৣऑછُؚ ૄَڱமଓஃহহਾઔછُؙ
ؙ॑লखञ੧੯॑ऎؙك औोञؚ����ফ �া �ऊै ����ফ �া ��ऽदपखथःञ
ؙభ؞রૃਁभਯप��٫॑ଭगञ੯ਯ॑प ৗؚञपணடऋ૭ચदघق؛ૄँॉ؛ઃᅚසك؛
ؙؙؙؙؙؙؙؙ
ऩउؚ�����যਰभভৃध�����যभভৃदमؚඞः॑શपघॊਏऋँॊঢ়બؚइय�����যپؙ
ؙؙਰभভৃदभਁ॑ৰघॊञीभணடৱતऋऩऎऩढञৃ়ؚ�����যभভৃदभਁ॑ৰघॊञी
ؙؙभணடৱતऋଋढथःथुؚহऊैभணઔप੦तऌؚ୯ਸணட॑૭ચधखऽघ؛
ؙؙؙؙ
؛ऽञؚৗૠணட૭ચ੯ਯऋ�भৃ়म�੯ؚ�ਰभৃ়मຽোदলखऽघپؙ
ؙؙؙؙ
ৣك੶⋇ध⋈भభ؞রૃਁ॑ணடৱતधखथ �ؚ-�/2'OLYHڭलমহ2/�-ق'OLYHك�द఼උऔोञؚ�����
ؙؙযਰभভৃदৰदँढञభ؞রૃਁਯكپقऋ��੯दँढञৃ়ؚৗञप��੯ऽदணட૭ચदघ؛
����ফپؙؙ �া �ऊै����ফ �া ��ऽदपखथःञবਗभభ؞রૃਁਯभअठ �ؚ-�/2'OLYH�
ؙؙؙल -�/2'OLYH� पउःथؚணடৱતधखथ఼උऔोथःॊुभ

�����যਰभভৃदৰदँढञবਗभభ؞রૃਁਯ

⋇-�/2'OLYHڭद఼උऔोञ
భ؞রૃਁਯ

⋈-�/2'OLYH� द఼උऔोञ
భ؞রૃਁਯ

ৗૠணடؙ૭ચ੯ਯ

ك⋈ٔ⋇ق
¼��٫

��੯ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙ��੯ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙ��੯

★
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ணட૭ચ੯ਯؙ��

রૃਁभਯप��٫॑ଭगञ੯ਯ॑ૢ൳घॊؙ؞রૃखञਁऋऩऎऩॉؚਊჾభ؞ணடৱતधऩॊభپ
ؙৃ়मَؚ ఼උ੧੯નੳজ५ॺُभলऋਏपऩॉऽघ؛
ؙऩउَؚ ఼උ੧੯નੳজ५ॺُभল॑੪पணடলਟॊभमؚਉಋؚ����ফ�া�ऊै����ফ�া��
ؙभखथःञணடৱતधऩॊభ؞রૃਁभணடৱત॑घसथઞःીॎढथऊैपऩॉऽघ؛

ٛ੶োٜ
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রૃधऩढञৃ়؞ઐહৠपணடपબॊਁऋభپ
؛রૃखञਁ�੯पৌखथؚગ২�੯भணடऋ૭ચदघ؞ਊჾணடपબॊభكڭق
؛রૃखञਁ�੯पৌखथؚணட૭ચ੯ਯऋ�੯েगऽघ؞ৗञपభكڮق

��ؙணட૭ચ੯ਯ

భ॑؞ਏடಉपेॉরૃ؞ञटखؚৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়घॊਿؚਿಉभ্ଉپ
ؙ໓ऩऎऔोञৃ়पॉऽघ؛
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ଓஃ૨؝ڭ
ؙৌ৽ાقৰपਏखञ৽ાكभ�ীभڭदघ؛

ؙ

ଓஃ૨؞ଓஃપؙ��

ଓஃৌ৽ા

ଓஃৌਗ৽ા
ঽഞ૿

ৌ৽ાभڮীभڭଓஃ

(1/2)
হ

৸
৬

-�/2'OLYH�
ଓஃস

ଓஃપ؝�
ؙଓஃসપमؚڭ੯ँञॉ�����ਐदघ؛
؛मऩऎؚપभ੧੯पणःथुৌधऩॉऽघৣپؙ
؛ઃᅚुओનੳऎटऔःپؙ

★
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��ؙଓஃપभ৹ତ

�OLYH'2/�-قय़কথ७ঝમ੍ରহٴ उेल -�/2'OLYHك�द఼උऔोؚय़কথ७ঝમৼਊীभ
ؙଓஃস॑ਭऐढञభ؞রૃਁ॑ணடৱતधखथমଓஃস2/�-ق'OLYHك�হपணடखञৃ
়ؙभؚমଓஃস2/�-ق'OLYHك�হभଓஃসપमؚ������ਐऊैय़কথ७ঝમ੍ରহ
ؙदਭऐढञଓஃসપ॑୷खਬःञપधऩॉऽघ؛
य़কথ७ঝમ੍ରহद੍௸ॎोञଓஃપऋكقؙؙؙؙؙ ����� ਐभৃ়ؚ-�/2'OLYHڮभमڭ���� ਐ
ॉुपेكय़কথ७ঝમ੍ରق�রૃਁ॑ணடৱતधखथؚ-�/2'OLYH؞భپؙؙؙؙؙ -�/2'OLYHڮଓஃসपணட॑
ؙؙखञৃ়ؚय़কথ७ঝમ੍ରহध-�/2'OLYHڮଓஃসহभઐહৠપभ়கऋگ����ਐਰधऩॊ
ؙؙेअ੍௸પभ৹ତ॑ষःऽघ؛

ਁ
-�/2'OLYH�RU�
كय़কথ७ঝમ੍ରق

ા৷ணட
ਁા৷ணடরૃ

�����
ਐ

�����
ਐ

પীٙমহदभ
ઐહৠપ

-�/2'OLYHଓஃসभપ

य़কথ७ঝમ੍ର -�/2'OLYH�ଓஃসহ

ଓஃપ؟
�����ਐ

كय़কথ७ঝમ੍ର્ق�पणःथभถमَؚ-�/2'OLYHكઃଓਫگقय़কথ७ঝમ੍ରহپ ਝ१ॖॺُقKWWSV���FDQFHO�M�ORGOLYH��MSكभَ ਁ൳ਏඨُ॑ සऎटऔः؛

ଓஃৌ৽ા
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ଓஃৌ৽ાؙ21

ਁभৰपঢ়घॊા৷

⋇َ বद০ؚমभ॥থॸথॶभਁ॑ৰُघॊহभଓஃৌधऩॊ৽ા

ٛলঢ়બાٜ
ؙ另�লમؙ
ؙؙٛঢ়બાٜ
ؙ另�লঢ়બા
ؙ另�ਥਹઞ৷મ
ؙ另�ા
ؙ另�५ॱॵইા
ؙ另�ઈဦા
ؙ另�ઐৢા؞ຠા
ؙ另�৳૫મقਊჾਁपબॊुभपॊك
ؙ另�ਁઁઔ്؞ાقᄘ৬ા؞ાःङोुৌؙؙ�ك
ؙؙٛভৃঢ়બાٜ
ؙ另�ভৃਝઞ৷મ
ؙ另�હఝਝા
ؙ另�ਝાقঽਚથभৃ়भভৃभाؙك
ؙ另�ే؞ಕৱਓઘৼਊા৷قঽਚથभৃ়भভৃभाك

ٛઈঢ়બાٜ
ؙ另�ઈ५ॱॵইા
ؙ另�ॳॣॵॺਲ਼ঢ়બાق௸ರखুਯમ॑அिك
ؙ另�મ
ؙ另�ছॖঈଦਦા
ؙ另�ഉଆৌੁા
ؙ ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪषभഉभથ૮قؙ
ؙؙ�॑નੳघॊञीभਫ਼ਪા॑அिك
ؙ另�൸ઽஈા

另�௫ශ؞࿄মಉभ੫؞ા
另�য੯ા
另�ষभஷুਯમ

ଓஃৌਗ৽ા
另�؞ධ୫ঢ়બા
另�ઐ؞மୄા
另�ાઘؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙಉ�

؛டછप੶ൗऔोञসપऋઘসપदँॉાઘऋ੶औोथःऩःৃ়ؚলखञાઘપमഈਯજॉऑधखथऎटऔःپ

ાभ়ੑપؚ॑ৌ৽ાभ്ؙؙ؞भઁઔ⋈⋇پ
ؙ��٫ਰधघॊ
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��ؙଓஃৌ৽ા

⋈َ ઽஈ൸॑ણ৷खथखञউটঔش३ঙথ॑ਲਗपਦُघॊহभଓஃৌ
ؙधऩॊ৽ા

ਲਗਦपঢ়घॊા৷

भ؞ଦਦपঢ়घॊા৷
ٛ൸ଦਦાٜ
ؙ另�൸ા
ؙ另�൸ౣૐા
ؙ另�ᄽા
ؙ另�ஊొ؞౹ા
ؙ另�ਥਹઞ৷મ

另�ଦਦા
另�ઁઔ്؞ા

另�লમ
另�ॿॵॺઁઔਰਗभઁઔ്؞ા0&قলံાؚᄘ৬قහಉكषभൕൗಉك
另�য੯ા
另�ાઘ
另�ষभஷুਯમ� � � � � � ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙಉ

ଓஃৌਗ৽ા

؛டછप੶ൗऔोञসપऋઘসપदँॉાઘऋ੶औोथःऩःৃ়ؚলखञાઘપमഈਯજॉऑधखथऎटऔःپ

ાभ়ੑપؚ॑ৌ৽ાभ്ؙؙ؞भઁઔ⋈⋇پ
ؙ��٫ਰधघॊ
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ଓஃৌ৽ાؙ23

जभؚଓஃসभணட؞ਾઔपঢ়घॊਰৣभ௧ੇા৷मؚଓஃৌधऩॉऽघ

ணட؞ਾઔपঢ়घॊા৷

另�છએਛ৻ষાقষછಉك
另�৽৶છએનੳાقઘ৶ؚਁੳভੑك

另�ાઘ
另�ষभஷুਯમ� � � � � ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙ� ಉ

ଓஃৌਗ৽ા

؛டછप੶ൗऔोञসપऋઘসપदँॉાઘऋ੶औोथःऩःৃ়ؚলखञાઘપमഈਯજॉऑधखथऎटऔःپ
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��ؙଓஃৌ৽ા

ଓஃৌ৽ાभઅइ্قহାুા৷पणःथك
ؙؙ؛ਉಋؚઐહৠਰఋपିखؚহവऽदप੍௸ढञ৽ાऋଓஃৌ৽ાधऩॉऽघٴ
ञटखؚઌपृि॑੭ऩःহੲपेॉઐહৠेॉपିखञਰৣभ৽ાमଓஃৌ৽ાधखथੳीैोॊৃ়ऋٴ
ؙँॉऽघ؛
হାুા৷॑ணடघॊৃ়पमَؚٴ হାুඍলُ॑লघॊਏऋँॉऽघ؛ணடৎपহାুඍল॑লखथःऩ
ؙःৃ়भহାুા৷मؚਉಋؚৌા৷धखथੳीॊऒधमदऌऽच॒भदओିਔऎटऔः؛
�����ফكڭقؙ �া �ऊैઐહৠऽदपିखؚऽञमି॑खथःॊ৽ાقভৃાؚਥਹઞ৷મ॑ऎك
ভৃાؚਥਹઞ৷મكڮقؙ
؛হभञीपணடঽମऋ੍লखञ৽ાभाऋৌदघٴ

ઐહৠधহവम �ؚઐહৠৢੴછप੶ൗऔोथःऽघ؛

ઐહৠ হവ

ି ੍௸

ି ੍௸

ି ੍௸

ି

ି

হവप
੍௸ढञ৽ાम
ଓஃदऌऽच॒

����ফ�া�ऊैઐહৠऽदप
ିखؚऽञमି॑खथःॊ৽ા
كভৃાؚਥਹઞ৷મ॑ऎق

����ফ�া�

ভৃા
ਥਹઞ৷મ

ઐહৠप
ିऔोञ৽ાम
ଓஃदऌऽच॒

ك�ق

ك�ق

29



ం੶भৃ় ਰؚৣऋଓஃৌ৽ાधऩॊ

ফપடधऩॊા৷ऊैଓஃৌ৽ા॑ল
كేા ಕؚৱਓઘৼਊા৷ಉ

ফभા৷भअठ ��ীभા৷ऋৌधऩॊञी ଓؚஃৌ৽ાमਰৣ
भৢॉ؛
ؙଓஃৌ৽ા� �َ ા৷ �ُ¼�������

াપடधऩॊા৷ऊैଓஃৌ৽ા॑ল
كા ૬ؚ৹ા াभાؙಉكखथःॊৃ়भقؚ�

1াभા৷भअठ ��ীध 1ؚ��াभા৷भअठڲীभા৷ऋৌ
धऩॊञी ଓؚஃৌ৽ાमਰৣभৢॉ؛
ؙଓஃৌ৽ા� �َ 1 াীभા৷ �ُ¼������
ؙؙؙؙؙؙؙؙؙ���َ 1�� াীभા৷ �ُ¼�����

੶दলखञଓஃৌ৽ાमپ ഈؚਯજॉຽथधखथऎटऔः

হঽମऋਁভৃ॑ਚથखथःॊৃ়भؚਝાಉभଓஃৌ৽ાभল্১

ଓஃৌ৽ાؙ25

1াभਁ५ॣ४গشঝਁ��ੑقك

1��াभਁ५ॣ४গشঝਁ�ੑقك

भऋਁधघॊٳؙپ

6

ਾີधमયશऔोञؚ৻؞ऋলੇृಉदँॊৃ়दुؚजभ੍௸ऋؚৢଞभజ৩ஔଖ৻؞ணடহभజ৩ٴ
ؙਊჾਁपৌघॊਜৌदँोयؚଓஃৌ৽ાपऩॉऽघ؛
जभपमؚઽ੍ੑછपउःथ੍௸ูभौपَযহُदँॊऒध॑ંघॊಉؚয੯ાपჾਊखऩःऒधऋٴ
ؙॎऊॊेअ੶ൗऎटऔः؛
ऋਏदك৺છ੍ؚ௸ःभহৰ॑घॊৱમಉీقऩउؚનਫ਼ਪৎपमয੯ાपჾਊखऩःऒधऋનपীऊॊᡮٴ
ؙँॉؚணடৎपৌ৽ાधऔोथुؚનਫ਼ਪभટؚৌਗ৽ાधੳऔोॊৃ়ऋँॉऽघ؛

হभజ৩؞৻ऋলੇृಉभৃ়भؚଓஃৌ৽ાधऩॊઅइ্

30



ਁાदষॎोॊଓஃदँॊਰ হؚभ ����ভಉभਹஇ॑ଓஃखथखऽअऒधमೂऐऩऐोयऩॉऽच॒؛�
ेढथ ჾؚਊघॊਬपणःथ৽ાभଓஃ॑ਭऐेअधघॊৃ়पम ਰؚৣभपगथَ ਹஇಉभൾُ॑ घॊਏ
ऋँॉऽघ؛

����ভ�
ँॊःम�

மप ����भ�
੍ଦਥ॑થघॊ�

ཚভ؞ኤཚভಉ
كভಉق

ঢ়બভಉ

৹ષभਬતऋਉਰৣदँॊधदऌॊৃ়म जؚभ
ਬત॑ुढथଓஃৌ৽ાधखऽघ؛दऌऩःৃ়म৹
भઉফ২भৠછథ��இੑછ��पउऐॊਲ਼ৈपৌघॊ
ਲ਼ਹஇभસ়�ਰৣَ ਲ਼ਹஇ૨ धُःःਲ਼ਹஇ૨ऋঐ
ॖॼ५भৃ়म�धखऽघ��॑ुढथਬતऊैਹஇৼਊપभ
ൾ॑ষःऽघ؛ਲ਼ਹஇ૨म৵ਯਡਰৣਸ਼�ਜ਼॑જॉऑथ
ੑखऽघ؛�

ਬતऋ ଲؚୗਉधਲ਼ાउेलಹଵ৶ાधभ়ੑਰ
धदऌॊৃ় ؚਬત॑ुढथଓஃৌ৽ાधखऽघ؛
दऌऩःৃ়म৹भઉফ২भৠછథقஇੑછك
पउऐॊਲ਼ৈपৌघॊਹஇभસ ਰৣَق় ਹஇ૨ धُ
ःःਹஇ૨ऋঐॖॼ५भৃ়मڬधखऽघ॑ك ुढथਬ
તऊैਹஇৼਊપभൾ॑ষःऽघ؛ਹஇ૨म৵ਯਡਰৣਸ਼
�ਜ਼॑જॉऑथੑखऽघ؛�

َଲୗਉ उُेलَ ਲ਼ાउेलಹଵ৶ા पُणःथम जؚोऋ
ਊჾ৹ષपৌघॊ৽ાदँॊऒध॑खञअइद जؚभஉು
धऩॊৱમ॑৷ਔखथऎटऔः؛

଼ଥभટ৭औोञৃ়म�َ ਹஇಉभൾ �ُ૪৶मਂਏदघ؛

଼ଥभટ৭औोञৃ়म�َ ਹஇಉभൾ �ُ૪৶मਂਏदघ؛

৹ ਹஇಉभൾभ্১ અ

����ভಉऊैभ৹॑ষअৃ়पम ৹ؚતपஅऽोॊਹஇಉ॑ൾघॊਏऋँॉऽघ؛

��ؙଓஃৌ৽ા
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ଓஃৌ৽ાؙ��

ভಉऊै৹॑ৰखञৃ়भଓஃসभઅइ্पणःथ

  

पखলखथःञधखथुكਸ਼ਕقভऋভৃਝઞ৷મ�����दভৃ॑پ ਊؚჾપऋଓஃৌ৽ાभપधमऩैऩः؛

ভपভৃਝઞ৷મ੍॑௸अৃ়भਹஇಉൾभكق

ق

6भઉফ২भਲ਼ਹஇ૨ऋ ���भৃ়ؚ
ਹஇಉൾभৌधऩॊসપमؚ
ভৃਝઞ৷મ ������[����� ���� धऩॉؚ
ਹஇಉൾभসપमؚ
ভৃਝઞ৷મ ��������ਹஇಉൾৌ���� �����

ভৃਝઞ৷મभ੍௸

ভৃभ
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��ؙଓஃৌ৽ા

भଓஃস؞ஃਛসಉ॑ਹ৷घॊৃ়पमؚા৯ृ৽ા॑નपજॉীऐथऎटऔः؛

ऒभଓஃসद൸ાभଓஃ॑ਭऐथउॉؚશಥ$%&੦সऊैभ൸ౣૐા॑ਭऐॊৃ়كق

ઈ५ॱॵইાभଓஃ॑ਭऐथउॉؚશಥ;<=ஃਛসऊै৫ಈાभஃਛ॑ਭऐॊৃ়؞ऒभଓஃসदভৃਝઞ৷મكق

൸ા ൸
ઽஈા

൸
ౣૐા$%&੦স $%&੦সমଓஃস

;<=ஃਛস;<=ஃਛস

ভৃਝઞ৷મ

ઈ५ॱॵইા

৫
ಈ
ા

৫
ಈ
ા

જॉীऐऋન

೧ऋਂ ೧ऋન

␟
ভ
ৃ

ਝ
ઞ
৷
મ

؞
ઈ

५
ॱ
⑁
ই
ા
॑

ऎ
␠

মଓஃস

মଓஃস

মଓஃস

মଓஃস

মଓஃস

ग৽ાपৌखथभਁऩଓஃস؞ஃਛসಉ॑पਭऐॊऒधमदऌऽच॒؛

؛ஃਛসಉपमჾਊखऽच॒؞ॡছक़ॻই॓থॹॕথॢृড়ऋುলघॊ੦সহऩनमؚभਁऩଓஃসپ

ভৃਝઞ৷મ

ઈ५ॱॵইા
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া�भਁگ����ফعা�ڮ����ফ؞
����ফ�া��भਁع����ফ�া�؞

ਰك�া�قಸহଙ്ഥ؞
�ਰپك�া�قభশৠ؞
�ਰپك�া�قభশৠ؞
���াقহਜ৴൪ল؞ڰپكਰ
ਰك�া�قಸহଙ്ഥ؞
�ਰپك�া�قభশৠ؞
�ਰپك�া�قభশৠ؞
���াقহਜ৴൪ল؞ڰپكਰ
��াقহਜ৴൪ল؞پك�ਰ
ਰك�া��قಸহଙ്ഥ؞
�ਰپك�া�قభশৠ؞
�ਰپك�া��قহਜ৴൪ল؞

วؚఎੴؚ
ૣળ

ূ

ਿৌੁমपउःथؚಸহଙ്॑ৰघसऌ॑ഥਮؙ�پ �ফگাڳऽदభশघॊऒधऋৠऔोञ॑खऽघ؛
াگফگਿৌੁমपउःथؚಸহଙ്॑ৰघसऌ॑ഥਮؙ�پ ��ऽदభশघॊऒधऋৠऔोञ॑खऽघ؛
ಸহଙೈ઼॑ৰघसऌયୠऊैਗऔोञਿपৌघॊಈभ৫ಈभ৯पणःथؙؚْ�پ ಸহଙ്ੰऊैਉಋ
؛भল॑खऽघكదඬৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪৌੁਤশقऽदٓधऔोञহਜ৴൪ڭڭাڰ�ؙؙ
भكదඬৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪৌੁশق੯पउऐॊ৽ૌೈ઼भి৷ಉؚਔহඨऋৢੴऔोञহਜ৴൪گڭؙ�پ
ؙؙ��ল॑खऽघ؛
ਿৌੁমपउःथؙ�پ ऽؚ॒భଆૃಉਡೈ઼॑ৰघसऌ॑�া�ऊै�া�ऽदधघॊऒधऋৠऔोञ॑खऽघ؛
43؛ਿৌੁমपउःथؚূؚਿؚబಐपणःथऽ॒భଆૃಉਡೈ઼॑ৰघसऌऋৠऔोञ॑खऽघؙ�پ



ౡ

��َؙ ಸহଙೈ઼યୠ؞ೈ઼ಉُपणःथ

ਿৌੁমपउःथؚಸহଙ്॑ৰघसऌ॑ഥਮؙ�پ �ফگাڳऽदభশघॊऒधऋৠऔोञ॑खऽघ؛
াگফگਿৌੁমपउःथؚಸহଙ്॑ৰघसऌ॑ഥਮؙ�پ ��ऽदభশघॊऒधऋৠऔोञ॑खऽघ؛
ಸহଙೈ઼॑ৰघसऌયୠऊैਗऔोञਿपৌघॊಈभ৫ಈभ৯पणःथؙؚْ�پ ಸহଙ്ੰऊैਉಋ
؛भল॑खऽघكదඬৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪৌੁਤশقऽदٓधऔोञহਜ৴൪ڭڭাڰ�ؙؙ
भكదඬৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪৌੁশق੯पउऐॊ৽ૌೈ઼भి৷ಉؚਔহඨऋৢੴऔोञহਜ৴൪گڭؙ�پ
ؙؙ��ল॑खऽघ؛
ਿৌੁমपउःथؙ�پ ऽؚ॒భଆૃಉਡೈ઼॑ৰघसऌ॑�া�ऊै�া�ऽदधघॊऒधऋৠऔोञ॑खऽघ؛
؛ਿৌੁমपउःथؚূؚਿؚబಐपणःथऽ॒భଆૃಉਡೈ઼॑ৰघसऌऋৠऔोञ॑खऽघؙ�پ

ਁৰৃਚ ৌधऩॊਁ ିৎ
া�भਁڮ�����ফع����ফ�া��؞
া�भਁگ����ফعা�ڮ����ফ؞
����ফ�া�भਁع����ফ�া�؞
����ফ�া�भਁع����ফ�া�؞
া�भਁڮ�����ফع����ফ�া��؞
া�भਁگ����ফعা�ڮ����ফ؞
����ফ�া��भਁع����ফ�া�؞
����ফ�া�भਁع����ফ�া��؞
����ফ�া�भਁع����ফ�া��؞
����ফ�া��भਁع�����ফ�া��؞
����ফ�া�भਁع����ফ�া�؞
����ফ�া�भਁع����ফ�া��؞

ਰك�া��قಸহଙ്ഥ؞
�ਰپك�া�قభশৠ؞
�ਰپك�া��قহਜ৴൪ল؞
�ਰپك�া�قহਜ৴൪ল؞
ਰك�া��قಸহଙ്ഥ؞
�ਰپك�া�قభশৠ؞
�ਰپك�া��قহਜ৴൪ল؞
��াقহਜ৴൪ল؞پك�ਰ
ਰك�া��قಸহଙ്ഥ؞
�ਰپك�া��قহਜ৴൪ল؞
�ਰپك�া�قহਜ৴൪ল؞
���াقহਜ৴൪ল؞پك�ਰ

পଚਿؚௗಛ

ਿ

ଗ
బಐ

ೈ઼ಉ�ऎ؞ಸহଙೈ઼યୠؙ�پ �����ফڰ�া����ৎਡٜ
����
؛ৌୠपؚৣ੶ৌपৰदँढञਁऋணட૭ચदघؙٴ
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ಸহଙ്ऋଫपੰऔोॊৃ়पणःथؙ��

َؙپ భ؞রૃभਔઓৠُभઅइ্قਔઓৠৎਡभનੳ্১ك
ؙ�ؙ
ؙಈऋؚৰदँढञਁَ॑భऽञमরૃُधघॊ຺ؚੰ്ेॉुपৌਗप
ؙਦखञऒध॑घॊᡮَ॑ਁభಉનੳછُधಡचथओলऎटऔःقૄঽ؛ك
ؙ৬पमؚઃभेअऩुभ॑୳खथःऽघ؛
����
রૃप؞রૃ੧ऩनؚਁਸपऐञభ؞५ؚॳॣॵॺ৳થऐభشউঞ५জজٮؙ
ؙؙબॊ୦ैऊभੲਾਦᄘ৬
����
ିহؚঢ়৴হؚলؚউঞॖफ़ॖॻऩनؚಈ১যऊैਁঢ়બपٮؙ
ؙؙऐञభ؞রૃपબॊ୦ैऊभੲਾਦᄘ৬

ؙؙ

ಸহଙ്भభশपउऐॊభ؞রૃਁ॑ணடৱતधखथணடघॊৃ়ؚ
ਰৣभਡपओਔऎटऔः؛
ؙؙ
ਊੂभభশभીവेॉुपੰ്ऋഥऔोञৃ়ؚਊჾੰ്भഥपٴ
ؙభ؞রૃभਔઓৠ॑�پষढञਁभाऋৌदघੰ؛്भഥपؚభ؞রૃभؙ
ؙਔઓৠ॑ষढञਁमؚমহपணடदऌऽच॒؛
ؙؙؙ
ਊੂभభশप৫ಈटढञقরૃभਔઓৠ॑ষढञਁ؞്भഥपభੰٴ
ؙਁكमؚੰ്ुؚমহषभணடऋ૭ચदघૢق؛൳पணடखथऎटऔःك؛

؛ऩउؚऽ॒భଆૃಉਡೈ઼ऋଫपॉऑैोञৃ়ुदघپ
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��َؙ মभ॥থॸথॶभਁُपणःथ

ؙఠ௫ؙؙؙؙؙএॵউ५طটॵॡؙؙసᅌශطసؙؙ॔ॽওؙؙ४ক६ؙؙॡছ३ॵॡ

ؙؙ

ؙแؙؙؙؙؙแؙؙগش४ढ़ঝؙؙဈؙؙ

ؙؙ

ଁ഼ચؙؙؙؙసᅪؙؙ௫ؙؙચ௫ؙؙધ௫ؙؙੌဈؙ

഼ؙચؙؙؙؙؙୁؙؙၟྜؙؙؙؙၟؙؙෂශؙؙస

َؙ�پ মभ॥থॸথॶभਁُभઅइ্
মधमؚਰৣभٴؙ ��� ऽञम ��� पჾਊघॊुभ॑ःःऽघ
ؙؙ��� মবড়્قશెક॑அि؛ਰৣगك؛ऋ෩ਥभ৸ऽञम॑થखथःॊ॥থॸথॶ
ؙؙؙ ශजोझोदढ़क़থॺखؚ؞ॺभৃ়पमؚ७ॵॺজ५ॺभ௫ශ॑ဨشइयؚఠ௫॥থ१قؙ
ؙؙؙؙૌਯ॑মবড়ऋষअटढञك
ؙؙ��� মবড়ऋजभৰप৬पঢ়ଖघॊटढञ॥থॸথॶ
ؙؙؙ ऽञमش४কش४ঐॿشखऎम५ॸुش१شइयؚ૽ؚলੇؚ૰ؚ૰ؚউটॹগقؙ
ؙؙؙؙ�ऒोैपङॊऋমবড়भৃ়ृলभૌਯऋমবড়ك
ؙؙञटखؚଁ഼ચ഼ؚચীभ॥থॸথॶपउःथमؚ੶भमँॉऽच॒؛ऽञؚૄप੶भ
ؙؙંपჾਊघॊৃ়पउःथुؚञटठपَমभ॥থॸথॶُपჾਊघॊधਖ਼औोॊॎऐदमऩऎؚ
ؙؙਁभઁਾઍಉ౾ಹभহੲ॑અൟखؚଟਪ৩ভपउःथَমभ॥থॸথॶُჾਊਙऋਖ਼औोऽघ؛
؛১ഥऽञमਁଐႳपખघॊহमৌपऩॉऽच॒پؙؙ
ٴَؙؙؙؙؙ� ॥থॸথॶभਁُधम
ؙؙ॥থॸথॶ৸ಹقધ৲഼੦ম১قਛ��ফ১ਸ਼ ���ಀكਸ਼ڴऊैਸ਼��पीॊધ৲഼ীك
ؙؙभअठؚਁ॑ৰघॊदँढञী॑ৌधखथःऽघ؛

★
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�َ ৫ಈ॑ঽဠखञಈُपणःथؙ11

َؙ�پ ৫ಈ॑ঽဠखञಈُभઅइ্

 ಈधमؚॳॣॵॺଊએभಈदमऩऎؚਏऩા৷॑૿खਊჾਁभজ५ॡ॑ٴؙ
ؙؙढथःॊ১য॑ःःऽघ؛ 
भৃ়पमؚমଓஃসभணடधऩॊಈपणःथؙؚكଲ৩ভ॑அिقऩउؚુলৱٴؙ  
ؙؙলৱ৸৩भ়ਔऋਏदघ؛जभमؚணடৱત৳થ়ਔછ॑লऎटऔः؛
ؙ
ؙ؛১যधमؚ৬पमਰৣभৢॉदघپؙ
ؙ  كశਹ১য॑அिق �মभ১ഥप੦तऌਝয়औोञ১যكڭقؙ
ؙ ্ঽ১दीैोञ্ਁુ੮৬كڮقؙ

★
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��َؙ ঽဠखञਁُपणःथ

َؙ�پ ঽဠखञਁُभઅइ্
ؙؙؙ
�ع�রૃखؚ؞�ಸহଙೈ઼प৫ಈदँढञਁ॑భٴؙ ᅚभିৎेॉुपؚ
ؙؙ��ऽञम৸भા৷॑ିखञਁ॑ৌधखऽघ؛
�ಸহଙೈ઼યୠऊैਗऔोञਿपणःथमؚഥਮ�ফٴؙؙؙؙ ��া ��লभহਜ৴൪
ॉਬऌਢऌడखःॖঋথॺ৫ಈऋୖऔोथःॊؚਁูౠఆਯ������যਰेكઃᅚසق�ؙؙ
ؙؙ�भভৃपउःथৰदँढञభ؞রૃਁ॑ৌधखؚ�ᅚभିৎेॉुपؚ�
ؙؙ�ऽञम৸भા৷॑ିखञਁ॑ৌधखऽघ؛
�ऽ॒భଆૃಉਡೈ઼યୠधऔोञਿपणःथमؚഥਮ�ফٴؙؙؙؙؙ ��া ��লभহਜ৴
ؙؙ�൪قઃᅚසेكॉਬऌਢऌడखःॖঋথॺ৫ಈऋୖऔोथःॊؚਁูౠఆਯ������য
ؙؙ�ਰभভৃपउःथৰदँढञభ؞রૃਁ॑ৌधखؚ�ᅚभିৎेॉुपؚ
ؙؙ�ऽञम৸भા৷॑ିखञਁ॑ৌधखऽघ؛
ؙؙؙؙ كିৎभถम�f�ᅚ॑ස؞ೈ઼قؙ
ؙؙؙؙ
ؙْ ৌؙٓ রૃखञৃ়؞થ௴दखथःञਁؚ॑ಸহଙ്॑৶प৸पభٮ
ك༓ೖમभથ૮मਖःऽच॒ق���ؙؙؙؙؙ
ؙؙؙْ ৌਗ થ௴दखथःञਁपणःथؚऊणভৃद௴ਯ॑ैखथभৰृؚٮٓ
ؙؙؙؙؙؙ૮௴ছॖঈଦਦभदৰखञਁقরૃखञऒधपऩैऩःञीك
রૃؙؙؙؙؙؙ؞૮௴ਁभభٮؙؙؙؙؙ
ૹਝषभૐ॑৯धघॊਁٮؙؙؙؙؙ
৩भૣਹௐে॑৯धघॊਁ؞੮৬भ৩؞੫ٮؙؙؙؙؙ
ઽઍযਯृਁଙ॑ಌखथৰखञৃ়मؚভৃྼमஙऋಌऔोऩऐोयমহभৌٮؙؙ
ؙؙपमऩॉऽच॒؛

★
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َॖঋথॺ৫ಈभ৯ُपणःथؙ13

ঋথॺ৫ಈभ৯पणःथभૻຎॖكઅق

ٛপଢऩखٜ
��٫ਰقઽઍযਯँॉك

ྼम
ഡपऩैऩःங২भ࿒قઽઍযਯऩखك

ٛপଢँॉٜ
��٫ਰقઽઍযਯँॉك

ྼम
ેীऩযधযधभಁڭقPقكઽઍযਯऩखك

�����যྼमઽઍ৩��٫ਰ
भःङोऊপऌः্
������پ য

ഥਮ؟হਜ৴൪ؙڭپ �ফ ��া ��َীఐভ॑౷ऽइञಈभ৫ಈಉभඞःपणःथُभ ऒोऽदभكશقَ
ؙؙؙॖঋথॺ৫ಈभዮॖقঋথॺ৫ಈभమਮُقكదඬৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪৌੁਤك
ഥਮ؟হਜ৴൪ؙڮپ �ফ �া ��َ੦মৌ૪্ଉप੦तऎಈभ৫ಈؚਝभઞ৷ಉपબॊਔহඨಉपणःथُ
ؙؙؙभ ঋথॺ৫ಈಉभమਮपणःथॖكڮશقَ كదඬৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪৌੁਤশقُ
পଢदभຈଢؚଢରಉऋऩःऒध॑धखअॊৃ়ؙگپ
উदमౠఆ॑ش౮ऩॊॢঝ؛পଢदभຈଢؚଢରಉऋ୳औोॊৃ়ಉؙڰپ �ఆ૬ऐؚॢঝشউڱقযਰपॊكؙ؛
ؙؙؙदमౠఆ࿒॑ਝऐऩऎधुेः؛घऩॎठઽઍ૨म ��٫॑தइॊৃ়ऋँॊ؛
ഥਮ؟হਜ৴൪ؙ��پ �ফ �া ��َಸহଙ്ੰभ � �पउऐॊಈभ৫ಈؚਝभઞ৷ಉपબॊؙ
ؙؙؙਔহඨಉपणःथُभ શقَ �ك� �पउऐॊॖঋথॺ৫ಈಉभమਮपणःथ దඬৗ॥টॼक़قُ
ؙؙؙॖঝ५ഉඪৌੁਤশك
َ੦মৌ૪্ଉप੦तऎಈभ৫ಈؚਝभઞ৷ಉपબॊਔহඨಉपणःथُؙڭাڰফگഥਮ؟হਜ৴൪ؙڲپ
ؙؙؙभ ഉ૾யपૢगञॖঋথॺ৫ಈಉपणःथُكڭશقَ
ਿपउऐॊऽ॒భଆૃಉਡೈ઼भਁંपൣअಈभ৫ಈؚਝभઞ৷ಉگَڵাڰফگഥਮ؟হਜ৴൪ؙڳپ
ؙؙؙपબॊਔহඨಉपणःथُभ ഉ૾யपૢगञ౪ध৫ಈಉपणःथُكڭશقَ

ٛপଢऩखٜپ�
���٫ਰ

ٛপଢँॉٜپ�
��٫ਰ

ٛઽઍযਯ������ যதٜ
ઽઍযਯभ���

ٛઽઍযਯ������ যਰৣٜ
�����য

����ফ �া ��ऊै
����ফ �াଜऽद

�پ

ઽઍ૨धযਯदनठैऊ
৵औः্॑২

ಸহଙ്ੰऊै
ਉಋ�া ��ऽद

�پ
ك�پ��पणःथम�া��ऽदق

�����য
ऽ॒భଆૃಉਡೈ઼યୠؙس
पणःथमڳؚڲپभधउॉ
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��ؙ॥থ१شॺॶ॔॑شభ؞রૃखञৃ়पणःथ

ಸহଙೈ઼યୠ؞ೈ઼ಉप৫ಈदँढञমभ॥থॸথॶभਁ॑அि॥থ१ش
ॺॶؚ॔॑شభ؞রૃखञৃ়मؚਰৣभਏ੯॑ःङोुञघৃ়पॉؚभਁऋ
ಸহଙೈ઼યୠ؞ೈ઼ಉਰਗكپقदुؚਊჾਁ॑அीथय़কথ७ঝમ੍ରभৌध
ऩॉऽघ؛

⋇ಸহଙೈ઼યୠ؞ೈ઼ಉप৫ಈदँढञমभ॥থॸথॶभਁभ়ੑઽো
ؙપऋؚॶ॔ش৸৬भઽোभअठؚ���ਰ॑ಚीॊৃ়
⋈॥থ१شॺॶ॔॑شଡਛघॊ৸थभਁ॑భ؞রૃखञৃ়

ञटखپ ॥ؚথ१شॺॶ॔॑شଡਛघॊਁभअठ ഥؚਮگফڭাڳेॉपৰदँढ
ؙञਁमৌਗधऩॉऽघ؛
৷भ੍লੑછ॑ઞ৷شॺॶ॔شরૃखञৃ়भணடमؚ॥থ१؞భ॑شॺॶ॔ش॥থ१پ
ؙखथऎटऔः؛

॥থ१شॺॶ॔॑شభ؞রૃखञৃ়पणःथ

★
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ৰघसऌহؙ��

মभ॥থॸথॶभਲਗன৫धःअऒभଓஃসহभ৯पปःؚಸহଙೈ઼યୠ؞ೈ઼
ಉप৫ಈदँढञభ؞রૃਁपঢ়৴घॊઍभ�35�॑खؚਲਗपਦघ
ॊহ
ઍٴ
ؙ另রૃ؞భपऩढञਁपঢ়৴घॊઍभ 35धमؚਏऩলऩनؚਉಋؚৰੇऋఃৃघॊदँॊऒध
ؙ ਏऩলऋঢ়ॎॊ�ૌுपभॖঋথॺद؛४ؚሴଽऩनشਏऩলभৰؚওॵ७؟قؙ
ؙؙؙؙ�खञभણ৷ुஅिك؛
؛ஊొृఠଢभादਠऔोथःॊमৌਗधऩॉऽघپؙؙ
ؙؙ
মਯٴ
ؙ另ڭணடपणऌڭম؞ଦਦघॊऒधऋਉಋदघ؛
ؙ另ളਯभਁ॑ৰघॊदँढञৃ়पमؚਁभઍऋदँोयؚभ॑ڭणਛघॊऒधदؚணடपणःथ
ؙؙ॑؞ଦਦखञधाऩखऽघپق؛লभम ��ᅚ॑සك
ؙؙؙ
ৎٴ
ؙ另भশऔमਈڱীਰقऩखكधखऽघؙؙؙ؛
ؙؙؙؙؙ
؞ଦਦ্১ٴ
ؙ另मؚன৫भব؞ୠभકऋ૮મदଳലदऌॊᄘ৬قভ৩ఃஈऋਏऩৃ়ुஅिكदଦਦघॊਏऋँॉऽघ؛
ؙ另भଦਦमؚଦਦऊैਉಋڭফਰधखऽघ؛ञटखؚছॖ७থ५ీ৺ಉभृि॑੭ऩःহੲपेॉऩৃ়पमؙؚ
ؙؙਗऋੳीैोॊऒधऋँॉऽघقજଦਦखऩःऒधमੳीैोऽच॒؛ك

★
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��ؙൕলੲਾ

補助金を受けて制作･配信する動画の最後に
本ロゴマークを「止め画」として掲出ください。
ただし、掲出媒体・配信媒体のルール等により、
困難な場合は、可能な限り後ろの位置に掲出
してください。

原則として動画の最後に掲出してください。

３パターンのいずれかとします

＜基本形＞

基本形
（白地に黒）

着彩形
（白地に赤）

反転形
（黒地に白）

掲出時間（赤枠部分）　推奨3秒 最短1秒

本編

エンドクレジット

ロゴマーク概要 掲出ルール
掲出位置

カラーバリエーション

この部分はコンテンツのジャンルにより
事務局が指定する選択肢の中で選択が可能です

َؙ�پ ঽဠखञਁُभઅइ্
ؙؙؙ
�ع�রૃखؚ؞�ಸহଙೈ઼प৫ಈदँढञਁ॑భٴؙ ᅚभିৎेॉुपؚ
ؙؙ��ऽञम৸भા৷॑ିखञਁ॑ৌधखऽघ؛
�ಸহଙೈ઼યୠऊैਗऔोञਿपणःथमؚഥਮ�ফٴؙؙؙؙ ��া ��লभহਜ৴൪
ॉਬऌਢऌడखःॖঋথॺ৫ಈऋୖऔोथःॊؚਁูౠఆਯ������যਰेكઃᅚසق�ؙؙ
ؙؙ�भভৃपउःथৰदँढञభ؞রૃਁ॑ৌधखؚ�ᅚभିৎेॉुपؚ�
ؙؙ�ऽञम৸भા৷॑ିखञਁ॑ৌधखऽघ؛
�ऽ॒భଆૃಉਡೈ઼યୠधऔोञਿपणःथमؚഥਮ�ফٴؙؙؙؙؙ ��া ��লभহਜ৴
ؙؙ�൪قઃᅚසेكॉਬऌਢऌడखःॖঋথॺ৫ಈऋୖऔोथःॊؚਁูౠఆਯ������য
ؙؙ�ਰभভৃपउःथৰदँढञభ؞রૃਁ॑ৌधखؚ�ᅚभିৎेॉुपؚ
ؙؙ�ऽञम৸भા৷॑ିखञਁ॑ৌधखऽघ؛
ؙؙؙؙ كିৎभถम�f�ᅚ॑ස؞ೈ઼قؙ
ؙؙؙؙ
ؙْ ৌؙٓ রૃखञৃ়؞થ௴दखथःञਁؚ॑ಸহଙ്॑৶प৸पభٮ
ك༓ೖમभથ૮मਖःऽच॒ق���ؙؙؙؙؙ
ؙؙؙْ ৌਗ થ௴दखथःञਁपणःथؚऊणভৃद௴ਯ॑ैखथभৰृؚٮٓ
ؙؙؙؙؙؙ૮௴ছॖঈଦਦभदৰखञਁقরૃखञऒधपऩैऩःञीك
রૃؙؙؙؙؙؙ؞૮௴ਁभభٮؙؙؙؙؙ
ૹਝषभૐ॑৯धघॊਁٮؙؙؙؙؙ
৩भૣਹௐে॑৯धघॊਁ؞੮৬भ৩؞੫ٮؙؙؙؙؙ
ઽઍযਯृਁଙ॑ಌखथৰखञৃ়मؚভৃྼमஙऋಌऔोऩऐोयমহभৌٮؙؙ
ؙؙपमऩॉऽच॒؛

ൕলੲਾٴ
ؙ另ট०ঐشॡलৰੇ॑पൕলघॊਏऋँॉऽघق؛ট०ঐشॡभൕলਏ୩मৣ੶සك
ؙ另पౣૐपेढथൕলघॊৰੇभધஊੲਾमؚன৫भব؞ୠभਁ৷ୁقডشঝॻডॖॻभৃ়मஶୁभादु૭كद
ؙؙ੶घॊਏऋँॉऽघ؛ञटखؚਲਗன৫भञीभউটঔش३ঙথभ௴ਡऊैથदँॊৃ়पमؚমୁभಡ੶ु૭ચदघ؛
ؙ另লभউটইॕشঝؚँैघगؚਁऩनभൕলुတऔोऽघ؛ऩउؚ॥থॸথॶभীपेढथम॥থॸথॶभઍ॑
ؙؙइॊஊొभൕলुတऔोऽघ؛
ؙ另पउऐॊੲਾभൕল্১قଧਯؚ१ॖ६ؚਜ਼઼ಉكमਖःऽच॒؛
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ൕলੲਾؙ��

ৢુٴ
-DSDQ�&RQWHQWؙ
ؙؙؙؙؙؙؙؙ
DSDQ�&RQWHQW-ٴ दमऩऎશभীभู॑੶घॊৃ়मؚৣ੶भःङोऊ॑ઞ৷खथऎटऔः؛

घसथ௧৷भইज़থॺ॑৷ਔखथःऽघभदؚઐહৠपپ
ؙ�ଓஃস્ਝक़ख़ঈ१ॖॺेॉॲक़থটشॻखथऎटऔः؛

-$3$1
music

-$3$1
pop

-$3$1
rock

-$3$1
enka

-$3$1
anison

-$3$1
jazz

-$3$1
FODVVLFDO�PXVLF

-$3$1
WKHDWUH

-$3$1
kabuki

-$3$1
rakugo

-$3$1
manzai

-$3$1
kodan

-$3$1
mandan

-$3$1
rokyoku

-$3$1
NDVKR

-$3$1
gagaku

-$3$1
QRK

-$3$1
bunraku

-$3$1
kumiodori

-$3$1
musical

-$3$1
dance

ٜٛ
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��ؙଓஃ૨؞ଓஃપ

ଓஃৌ৽ા

ଓஃৌਗ৽ાঽഞ૿

������ হ

৸
৬

J-LODlive2
ଓஃস

كय़কথ७ঝમ੍ରق

ଓஃ૨؝ڭ
ؙપقଓஃৌ৽ાقৰपਏखञા৷كभك������

ଓஃપ؝�
ؙ�੯ँञॉ�����ਐदघ؛
؛मऩऎؚપभ੧੯पणःथुৌधऩॉऽघৣپؙ
؛ଦਦपঢ়घॊા৷भપमؚਰৣभৢॉधऩढथःऽघ؞35भپؙ
ؙ ؟ઐહৠપऋ���ਐਰभৃ়ك�قؙ
ؙؙؙઐહৠપभ���॑धघॊق؛ञटखؚ���ਐك
ؙ ؟ઐહৠપऋ���ਐਰৣभৃ়ك�قؙ
ؙؙؙ��ਐधघॊ؛
؛ઃᅚुओનੳऎटऔःپؙ

★
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ଓஃ૨؞ଓஃપؙ��

মহद఼උऔोؚय़কথ७ঝમৼਊীभଓஃস॑ਭऐढञభ؞রૃਁ॑ணடৱતधखथ -�/2'OLYH�
ଓஃসহपணடखञৃ়भؚ-�/2'OLYH� ଓஃসহभଓஃসभપमؚ�����ਐऊैমহभ੍௸
ःપ॑୷खਬःञપधऩॉऽघ؛
মহद੍௸ॎोञଓஃપऋ�����ਐभৃ়ؚ-�/2'OLYH�भमكقؙؙؙؙؙ �����ਐ
রૃਁ॑ணடৱતधखथؚ-�/2'OLYH؞ใपؚಸহଙೈ઼भభپؙؙؙ ଓஃসपணட॑खथःॊৃ় �ؚ
ؙय़কথ७ঝમ੍ରহध -�/2'OLYH ଓஃসহभઐહৠપभ়கऋ�����ਐਰधऩॊेअ
੍ؙ௸પभ৹ତ॑ষःऽघ؛

OLYH�ଓஃসহपणःथभถमَؚ'2/�-پ -�/2'OLYH�્ਝ१ॖॺ �KWWSVقُ��M�ORGOLYH��MSكभَਁ൳ਏඨُ॑සऎटऔः؛

ਁ
J-LODlive2

كय़কথ७ঝમ੍ରق
ા৷ணட

ਁા৷ணடরૃ

�����
ਐ

�����
ਐ

પীٙমহदभ
ઐહৠપ

-�/2'OLYHଓஃসभપ

মহ -�/2'OLYH�ଓஃসহ

ଓஃપ؟
�����ਐ

ଓஃৌ৽ા
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��ؙணட૭ચ੯ਯ

प৫ಈदँढञমभ॥থॸথॶभਁभअठؚ৫ಈ॑پೈ઼ಉ؞ಸহଙೈ઼યୠٴ
ؙঽဠقభ؞রૃكखञಈऋؚजभঽဠखञਁ�੯पৌखथؚ�੯भணடऋ૭ચधऩॉऽघ؛

�ᅚසع�ถपणःथमؙ�پؙ

ٛਁڭ੯भढ़क़থॺभઅइ্पणःथٜ
ؙਁਯभढ़क़থॺभਜ਼मؚਲ਼ॳॣॵॺશभ५ॸش४ਯधऩॉऽघ؛
ؙكग৯भਁ॑�पधఽ�ਁق�५ॸش४ؚك �द়ੑ�ਁق�५ॸش४كৰखؚ
ؙؙؙजोझो౮ऩॊॳॣॵॺقणभॳॣॵॺदؚणभ५ॸش४खऊ༓ೖदऌऩः॑كਲ਼खञৃ়؟
়ؙؙؙੑ�੯ணட૭ચ
ؙؙؙ
ٛओିਔٜ
ഥਮ�ফ২ٴؙ �ઃଓਫَ$576�IRU�WKH�IXWXUH�ُधभള੍ର॑ೂऐॊञीؚਁ भઍ লؚ؞
ؙؙ५ॱॵইऋ౮ऩॊৃ়ಉ়ؚपਖ਼खञટؚ౮ऩॊਁधଟਪऔोञৃ়॑ऌؚਁಉ
ؙؙपৌखथহऊै੍ର॑ਭऐॊऒधमदऌऽच॒؛
�OLYH'2/�-ٴؙؙؙؙؙ ଓஃসহदघदपઐહৠऔोथःॊ੧੯पणःथमؚૄڱपेॊহਾઔुखऎ
ؙؙमૄ���पेॊੑಌඍলभুਢऌ॑पৰखؚুਢऌവपমহपணடखथऎटऔः؛

★
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ଓஃৌ৽ાؙ21

భ؞রૃਁपঢ়घॊय़কথ७ঝા৷भઅइ্
ؙؙ
রૃਁपणःथؚ৫ಈखऩऎथुেखथखऽढ؞य़কথ७ঝા৷मَ৫ಈटढञభٴ
ؙञા৷ُभৰપदघ؛

ିৎभসપधय़কথ७ঝા৷भসપऋ౮ऩॊા৷भৃ়پ
ؙؙ
ؙय़কথ७ঝા৷৷पৗञपିછ॑ਛघॊਏमऩऎؚਊੂभିછ॑હखथऎटऔः؛
�ିછप੶ൗऔोथःॊਊੂभିપधؚடછप੶ൗऔोथःॊय़কথ७ঝા৷भપએपقؙ
ؙ�୷౮ऋँढञधखथुؚਈીप੍௸ःᡮपेढथय़কথ७ঝા৷भৰપ॑નੳख੍ؚ௸
ؙ�ः॑ষअञीؚৗञपିછ॑ਛघॊਏमँॉऽच॒ك؛

ಸহଙೈ઼धਗधदஙऋऽञऋढथৰघॊਁपणःथؚय़কথ७ঝા৷ऋپ
ؙেखञৃ়
ؙؙ
ؙभభ؞রૃਁपঢ়घॊय़কথ७ঝા৷भाऋৌधऩॉऽघ؛
عরૃधऩढञৃ়ؚ�া���؞����भਁऋభع��া���؟قؙ ��भభ؞রૃ
ؙؙؙ�ਁपঢ়घॊय़কথ७ঝા৷भाৌ؛ভৃय़কথ७ঝા৷ऋ৸ڲ��ীधखथட
ؙؙؙ�औोथःॊৃ়ؚᓌীखथলखञگ��ীभভৃय़কথ७ঝા৷भाৌك؛

ଓஃৌ৽ા
پরૃਁपणःथؚ৫ಈखऩऎथुেखथखऽढञા৷؞৫ಈदँढञభك�قؙؙ
ଦਦા৷؞রૃਁपঢ়৴घॊઍभ�35�भ؞৫ಈदँढञభك�ق
؛ถऩા৯पणःथमઃᅚ॑ओનੳऎटऔःپؙ

★
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��ؙଓஃৌ৽ા

রૃਁपঢ়घॊय़কথ७ঝા৷؞భك�ق
ٛলঢ়બાٜ
ؙ另�লમؙ
ؙؙٛঢ়બાٜ
ؙ另�লঢ়બા
ؙ另�ਥਹઞ৷મ
ؙ另�ા
ؙ另�५ॱॵইા
ؙ另�ઈဦા
ؙ另�ઐৢા؞ຠા
ؙ另�৳૫મقਊჾਁपબॊुभपॊك
ؙ另�ਁઁઔ്؞ાؙ
ؙؙ����ٛভৃঢ়બાٜ
ؙ另�ভৃਝઞ৷મ
ؙ另�હఝਝા
ؙ另�ਝાقঽਚથभৃ়भভৃभाؙك
ؙ另�ే؞ಕৱਓઘৼਊા৷
ؙ كঽਚથभৃ়भভৃभाقؙ

ٛઈঢ়બાٜ
ؙ另�ઈ५ॱॵইા
ؙ另�ॳॣॵॺਲ਼ঢ়બાق௸ರखুਯમ॑அिك
ؙ另�મ
ؙ另�ছॖঈଦਦા
ؙ另�ഉଆৌੁા
ؙ ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪषभഉभથ૮قؙ
ؙؙ�॑નੳघॊञीभਫ਼ਪા॑அिك
ؙ另�൸ઽஈા

另�௫ශ؞࿄মಉभ੫؞ા
另�য੯ાپق��ᅚසك
另�ষभஷুਯમ
另�ऒभহभணடपऊऊॊછએਛ৻ষા
另�ऒभহभનਫ਼ਪपऊऊॊ৽৶છએનੳા

ଓஃৌਗ৽ા
另�؞ධ୫ঢ়બા
另�ઐ؞மୄા
另�ાઘ
ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙ
ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙಉ�

؛டછप੶ൗऔोञসપऋઘসપदँॉાઘऋ੶औोथःऩःৃ়ؚলखञાઘપमഈਯજॉऑधखथऎटऔःپ
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ଓஃৌ৽ાؙ23

ଦਦपঢ়घॊા৷؞35भك�ق
ٛলঢ়બાٜ
ؙ另�লમؙؙ
ؙؙٛ൸ଦਦાٜ
ؙ另�൸ઽஈા
ؙ另�൸ા
ؙ另�൸ౣૐા
ؙ另�ᄽા
ؙ另�ஊొ؞౹ા

另�ਥਹઞ৷મ
另�ଦਦા
另�ઁઔ്؞ા35پق؞ଦਦાभ ��٫॑धघॊك

另�ॿॵॺઁઔਰਗभઁઔ്؞ા0&قলံાؚᄘ৬قහಉكषभൕൗಉك
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける文化芸術関係者の皆様へ～政府全体で様々な支援策がございます～

緊急事態宣言下における公演
等が中止となり、キャンセル料が
発生しており、支援を受けたい
（会場費等）

公演・興行等の再開・継続・
充実のための支援を受けたい

所有する施設に関する支援を
受けたい

緊急事態宣言等の発令に伴い
売上が減少している

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、文化芸術団体の存続が厳しい、文化芸術活動の継続
、再開のための支援を受けたいといった皆様に向け、政府において以下のような支援策を用意して
おります。我が国の文化芸術を支える皆様の積極的な申請をお待ちしております。不明な点は、
各支援策のコールセンター等までご相談ください。

・音楽コンサート、演劇等の公演のキャンセル費用（
会場借料や、関連映像を活用したPR動画の制作 ・
配信の費用を含む）を、緊急事態宣言発令時に遡
及して補助。

・文化芸術団体における積極的に実施する公演等
に対する支援や文化施設のコロナ禍の新たな活動
に向けた環境整備に必要な経費等の支援

・１月の緊急事態宣言の再発令に伴う不要不急の
外出・移動等の自粛により、売上が50％以上減少
した中小法人等（最大60万円）、個人事業主等
（最大30万円）に一時支援金給付。

・4・5月の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措
置に伴う不要不急の外出・移動等の自粛により、売
上が50％以上減少した中小法人等は最大20万円
、個人事業主等は最大10万円。【詳細検討中】

○ARTS  for  the future! 【文化庁】

○コンテンツグローバル需要創出促進補助金
J-LODlive2 【経済産業省】

○ARTS  for  the future! 【文化庁】

○文化施設の感染拡大予防・活動支援
環境整備事業 【文化庁】

○大規模かつ質の高い文化芸術を核と
したアートキャラバン 【文化庁】

○中小法人・個人事業者のための一時
支援金 【中小企業庁】

○コンテンツグローバル需要創出促進補助金
J-LODlive2 【経済産業省】

団体向け

団体・個人事業主向け

団体向け



チケットを購入するユーザーの
需要を回復させたい

思い切った事業の再構築に
挑戦したい
ポストコロナ社会に対応したビジ
ネスモデルへの転換や感染防止
対策を行いたい

ウィズコロナ及びポストコロナの
状況に対応したビジネスモデルに
転換したい。

・Go To イベントによる支援（チケット価格の割引等
による文化芸術イベントの需要喚起）

・新分野展開や業態転換などを行う事業者に対して
設備投資などの取組み費用の最大2/3（上限1
億円）、緊急事態宣言特別枠では最大3/4(上限
500万円から1,500万円）を支援

・小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販
路開拓等の取組について、最大3/4（上限100万
円）を支援

・顧客対応・販売支援システム等を利用した非対面
化・付加価値を高めたサービスへの転換にIT導入
補助金、新たなサービス開発のための整備投資を
ものづくり補助金、対人接触を減らす新たなサービス
等の取組や感染防止対策への投資を持続化補助
金で支援。

○ＧＯ ＴＯイベントキャンペーン
【経済産業省】

○事業再構築補助金 【中小企業庁】

休業手当の負担が重く、従業員
の雇用を維持することが大変なの
で支援を受けたい

・政府系金融機関による実質無利子・無担保融資を
活用可能

○資金繰り支援 【中小企業庁・財務省】

○雇用調整助成金（新型コロナ特例）
【厚生労働省】

団体向け

中小企業・個人事業主向け

団体向け

休業等による収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持の
ための貸付を受けたい

・市区町村の社会福祉協議会より、上限20万円
（無利子・保証人は不要）を緊急小口融資として
貸付

○緊急小口融資 【厚生労働省】

個人向け

○IT導入補助金 【経済産業省】

○ものづくり補助金 【中小企業庁】

○小規模事業者持続化補助金
【中小企業庁】

○持続化補助金 【中小企業庁】

売上減少に伴い、当面の運転資
金等を調達したい

団体・個人向け
・雇用調整助成金で休業手当等を助成
（個人申請が可能な場合も（休業手当を得られな

かった雇用者））

中小企業・個人事業者向け



ARTS for the future!
（コロナ禍を乗り越えるた

めの文化芸術活動の
充実支援事業）

定額補助
（緊急事態宣言下の

キャンセル料等含む）

ARTS for the 
future!事務局

コールセンター
0120-51-0335

公募中
4/26(月)

～
5/24(月)

文化施設の感染拡大
予防・活動支援環境

整備事業

１/２補助
①感染対策
②環境整備
③空調設備等改修
④配信等環境整備

企画調整課
（内線3143,4897）

公募期間
(１次募集)
3/31(水)

～
4/23(金)

(２次募集)
5/24(月)

～
6/11(金)

大規模かつ質の高い
文化芸術活動を
核とした

アートキャラバン

定額補助
国内13都市程度での

公演等

参事官
（芸術文化担当）

（内線2084，
4777） 公募中

3/30(火)
～

4/28(水)定額補助
全国20地域程度での

公演等

参事官
（芸術文化担当）

（内線2836，
3145)

子供のための文化芸術
鑑賞・体験支援事業

全額支援
参事官

（芸術文化担当）
（内線2835）

公募中
4/26(月)

～
5/31(月)

子供たちのための伝統
文化の体験機会回復事業

全額支援
参事官

（文化創造担当）
（075-330-

6730)

公募期間
2/15(月)

～
3/15(月)

劇場・音楽堂等の
子供鑑賞体験支援事業

公演費の
１/２補助

企画調整課
（内線3143）

公募中
4/14(水)

～
5/14(金)

チケット払戻請求権放棄を
寄附金控除とする税制改正

(チケット寄附税制)

例えば、10,000円の
チケット代金を寄附すると、

最大4,000円の減税

文化庁 税制担当
（内線4855）

2021年1月
31日まで

に開催又は
開催する予
定であった
ものが対象

文化芸術団体等
の積極的な活動
を支援

文化施設
への支援

統括団体が行う
大規模公演
を支援

地域の文化芸術
団体等の連携に
よる公演等
を支援

文化芸術鑑賞・
体験教室等の
実施を支援

18歳以下を
無料とする公演
を支援

チケットの寄附
を通じた支援

新型コロナウイルス感染症に伴う

文化芸術に関する各種支援の御案内

文化庁の電話は文部科学省
代表 03-5253-4111から

2021年4月28日現在

3次補正23億円

3次補正70億円

3次補正50億円

3次補正250億円

3次補正10億円

3次補正6億円
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ARTS for the future！事業の概要

（１）不特定多数の者に公開する公演や展覧会等の活動を行い、チケット収入等を上げることを前
提とした積極的な活動

（２）2021年1月8日以降に緊急事態措置区域とされた都道府県で実施を予定していた公演活動等
（キャンセルになった場合の開催しなくても発生してしまった経費）及び動画作成。（経過措置
及びまん延防止等重点措置区域における一部取組みを含む。）

積
極
的
な
活
動
の
例

（１）公演等
・既公演の演出を変えて実施する公演
・新作若しくは当該団体が過去３年間で上演実績がなかった演目の公演
・他の文化芸術関係団体とコラボレーションした公演
・新たな専門性を有する実演家等を招聘し実施する公演
・経験年数が少ない若手に役を配分して実施する公演
・有観客で公演等を行うとともに、オンライン配信等を行い顧客の拡大に取り組む公演
・新たな顧客を獲得するために観賞の仕方等の解説をした上で行う公演
・観客との交流など来場者拡大に資する施策を付加した公演 等
（２）映画製作
・有料一般公開を行う新作映画の製作 等
（３）展覧会等
・企画展、常設作品のテーマ展示、新作の展示
・教育普及プログラム、ワークショップ、地域ゆかりの作家と共同して制作するプログラムを
実施した上で行う展示

・映画上映（映画祭、監督特集） 等
（４）ジャンル複合
・展覧会も含んだ公演、ギャラリー空間で行うパフォーマンス 等

補
助
対
象
者
・
分
野

○文化芸術基本法第8条～第12条に定める文化芸術分野で公演等の主催の実績のある文化芸術関係
団体及び文化施設（劇場、音楽堂等、美術館、博物館等の設置者又は運営者）
（１）国内の文化芸術関係団体（地方自治体を除く）

イ. 団体としての公演等の主催の実績がある法人格を有する文化芸術団体
ロ. 公演等の主催の実績を有する者が中核となり設立した法人格を有する文化芸術団体
ハ. 法人格を有しない、以下の団体
①公演等活動の主催の実績を有する任意団体
②公演等活動の主催の実績を有する者が中核となる任意団体
③公演等活動の主催の実績を有する団体が中核団体となる実行委員会

（２）国内の文化施設の設置者又は運営者
主催事業を実施している国内の文化施設の設置者又は運営者
（文化施設の設置者又は運営者である地方公共団体、独立行政法人を含む）

※公演等の主催者となるライブハウス、ミニシアターなども対象
※構成員や関与する個人や団体に報酬等を支払う団体であること

本事業では公演等を実施する団体を支援することにより、そこからフリーランスや個人の方にも
支援が届くことを意図しています。

対
象
と
な
る

活

動

新型コロナウイルスにより、文化芸術活動の自粛を余儀なくされた文化芸術関係
団体において、感染対策を十分に実施した上で、積極的に公演等を開催し、文化
芸術振興の幅広い担い手を巻き込みつつ、「新たな日常」ウィズコロナ時代にお
ける新しい文化芸術活動のイノベーションを図るとともに、活動の持続可能性の
強化に資する取組を支援する。
（令和２年度第３次補正予算額 ２５０億円）

事
業
の
概
要
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そ
の
他

◎緊急事態措置等を踏まえた対応
2021年1月8日以降に緊急事態措置区域とされた都道府県で実施を予定していた公演活動等
（キャンセルになった場合の開催しなくても発生してしまった経費）及び動画作成にかかる経
費について定額補助を行う。（経過措置及びまん延防止等重点措置区域における一部取組みを
含む。）

◎J-LODlive事業との切り分け
両事業の重複支援を避けるため、両事業による同一公演や同一シリーズへの支援は不可とする。
なお、公演の内容、出演者・スタッフが異なる場合等総合的に判断し異なると判断できる場合
には両事業に申請できることとする。

◎事前着手
やむを得ない交付決定前の事前着手については対象。

◎事務局
特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

◎ＨＰ
https://aff.bunka.go.jp

◎電話番号（コールセンター）
0120-51-0335（９時３０分～１７時００分）

ス
ケ
ジ
ュ
l
ル

事
業
実
施
期
間
・

◎補助対象経費
公演等を行うために必要な活動費（配信等を行う場合の費用を含む）
（出演料、稽古費、ｽﾀｯﾌ費、諸謝金、音楽費、文芸費、舞台・美術費、会場費、役務・委託費、
旅費、借損料、需用費）

◎補助額
・補助対象経費のうち、定額補助とする。
・補助金（定額）の算定方法は公演等に従事する人員数、その他団体規模等を勘案し
た補助上限区分（600万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、2,500万円）
を設ける。

※補助上限額の中で複数の公演等を実施することが可能。

補
助
額
等

◎事業実施期間
交付決定より令和３年１２月末まで
ただし、令和３年の緊急事態宣言等以降の活動を支援するために、緊急事態宣言の発
令日（令和３年１月８日）まで遡りを認める。

◎スケジュール
４月２６日（月）公募開始（予定）
・１次募集
募集期間（予定） ４月２６日（月）～５月２４日（月）
交付決定（予定） ５月中旬～６月下旬

・２次募集
募集期間（予定） ６月下旬～７月下旬
交付決定（予定） ７月中旬～８月下旬

・３次募集（予算の執行状況により実施しない可能性があります。）
募集期間（予定） ８月下旬～９月下旬
交付決定（予定） ９月下旬～１０月下旬

※概算払いを実施。

問
合
せ
先
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文化庁 令和2年度第3次補正予算事業

ARTS for the future!
（コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業）

募集要項

2021年4月20日

特定非営利活動法人 映像産業振興機構

ARTS for the future!事務局

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル 2F

電話番号(フリーダイヤル)  0120-510-335
※営業時間 9:30~17:00(年末年始は除く)

https://aff.bunka.go.jp/
※本募集要項の内容は予告なく変更することがあります

ので、申請前に必ずサイト上で最新版をご確認ください。69
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1. はじめに
1-1. 補助金概要

2

以下の(1)または(2)に該当する法人もしくは任意団体が対象となります。（公演等の開催に資金面での責任を持つ者）
(1) 国内の文化芸術関係団体
(2) 国内の文化施設の設置者又は運営者

◆ 補助金の額は、1団体あたり最大で2,500万円となります。
• 1団体は複数の公演等・展覧会等・映画製作をまとめて申請できますが、申請して交付決定されるのは1回のみです。
• 公演等の従事人員数、団体規模等を勘案した補助上限区分（600万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、

2,500万円）があります。

不特定多数の者に公開する公演や展覧会等の活動を行い、チケット収入等を上げることを前提とした積極的な活動につい
て下記を支援
(1) 充実支援事業

公演・演奏会・コンサート・ライブ、展覧会等を開催し、積極的な取組

(2) キャンセル料支援事業
16ページに示すキャンセル料支援事業対象地域で行う予定であった公演活動等（キャンセルになった場合の開催しなくても
発生してしまった経費）及び動画作成

◆ 文化芸術基本法第8条～第12条に定める文化芸術分野

◆ 2021年1月8日から2021年12月31日までに行われる公演等・展覧会等・映画製作が補助対象となります。
◆ 第1次募集期間：2021年4月26日(月)～2021年5月24日(月) 交付決定予定：5月中旬～6月下旬

新型コロナウイルスにより、文化芸術活動の⾃粛を余儀なくされた文化芸術関係団体において、感染対策を⼗分に実施し
た上で、積極的に公演等を開催し、文化芸術振興の幅広い担い⼿を巻き込みつつ、「新たな日常」ウィズコロナ時代におけ
る新しい文化芸術活動のイノベーションを図るとともに、活動の持続可能性の強化に資する取組を支援します。

※例外がありますので、次ページ以降の記述を必ず確認してください。

対 象 者

補 助 金 の 額

対象となる活動

対 象 分 野

スケジュール

目 的
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事務局

1. はじめに
1-2. 申請から補助金支払までの流れ

3

以下が募集から補助金支払までの申請手続きの流れです。
実施の事務手続きについてご理解の上、ご申請くださいますようお願いします。

文化庁 事務局 申請者
①募集

②申請
③受付・
確認・
審査

④審査結果報告

⑤交付決定 ⑥交付決定通知

⑧実績報告提出

⑦補助事業
実施

⑨実績報告
確認

⑩確認結果報告

⑪額の確定 ⑫額の確定通知

⑬補助金支払

申請手続きの流れ

※補助金の一部について概算払いを希望する者は、事前に協議を行った上、「⑥交付決定通知」の受領後に申請することができます。 72



本書で使われる用語は以下のように定義します。

補助金
本補助金は文化庁令和2年度第3次
補正予算による「文化芸術振興費補
助金（コロナ禍を乗り越えるための文
化芸術活動の充実支援事業）」に基
づくものです。

補助事業（事業）
本補助金の補助を受けて申請者が実
施する事業を「補助事業」といいます。

事業者
本補助金に申請し、補助事業を実施
する補助事業者のことを「事業者」とい
います。

対象経費
補助事業の経費は、「対象経費」と
「対象外経費」に分類され、補助金の
対象となるのは「対象経費」のみです。
※対象経費は費目などの名目ではなく
実体で判断されます。

申請
本補助金を利用したい申請者が必要
書類を整えてオンライン申請システムで
申請することをいいます。

交付決定
補助が決定された事業者に対し、交
付決定通知書が発行されます。同通
知書の日付が交付決定日となります。

1. はじめに
1-3. 用語集 (1/2)

4

事務局
文化庁より本補助金に関する事業運
営業務の委託を受けた組織を事務局
といい、特定非営利活動法人映像産
業振興機構(VIPO)内に事務局を設
置しています。

交付決定額
申請された補助金申請額に対して、
事務局での確認後、文化庁により決
定され交付される金額を交付決定額と
いいます。交付決定額は、支払われる
補助金の最大額を示し、実際に支払
われる補助金の額とは異なることがあり
ます。
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実績報告
補助事業の完了後に、実施した内容
や成果物等をまとめた実績報告を提
出する必要があります。実績報告では、
実施した活動、その成果物、収支報
告書と交付決定額に対応するすべて
の対象経費の証拠書類を提出してい
ただきます。

実績報告は、遅くとも2022年1月10
日までに提出しなければいけません。
（詳細は31ページを参照ください。）

補助事業の対象期間
補助対象となる補助事業の対象期
間は、公演・展覧会等の場合は、
2021年1月8日から2021年12月
31日までに実施・開催されるもの、ま
た映画製作の場合は、2021年12
月31日までに完成し初号試写が行
われ、1年以内に一般有料公開する
ものを指します。

計画変更
事業者が、補助金の交付決定後に、
補助事業の内容を変更することを指
します。但し、補助事業の目的や補
助金の交付決定額に影響を及ぼさず
に、補助事業の目的をより効率的に
達成するための内容変更や、当該事
業の目的に及ぼす影響が軽微である
場合は除きます。

補助金の額の確定
実績報告を受け、報告書その他の書
類の審査、また必要に応じて事前の
現地調査を行い、補助事業の実施
結果が補助金の交付決定内容に適
合すると認めたときは、交付すべき補
助金の額を確定し、補助金額の確定
通知書により通知します。

1. はじめに
1-3. 用語集 (2/2)

5

公演等
不特定多数の者に公開し、チケット収
入等を上げることを前提とした会場で
有観客で行うイベント等で、チケット販
売の際に対象となる日付・時間等が
特定される1回の興行を指す。

例: 〇〇会館公演 X月X日X時の回

取組
申請システムに活動を登録する際の入力単位を「取組」と呼びます。
公演・展覧会等の場合は、同一内容、同一場所で実施されるものを一つの取組とし
て扱います。
映画製作の場合は、1本の映画を一つの取組として扱います。

例:
公演等 （同一内容・同一場所） 〇〇会館での3日間公演
展覧会等 （同一内容・同一場所） 〇〇展X月X日～X月X日(１会期)
映画製作 （1本） 映画『〇〇』の製作

補助事業（事業）
（補助金の申請単位）

取組
（活動の入力単位）

公演等

取組等の関係概念図

• 同一内容・場所の
公演・展覧会等

• 1本の映画製作

74



1. はじめに
1-4. 申請期間

6

本補助金は、複数回に分けて募集を行う予定です。
但し、予算の執行状況により募集を行わない可能性があるためご注意ください。

◆ 1次募集

 募集期間：2021年4月26日(月)～2021年5月24日(月) 23:59

 交付決定（予定）：2021年5月中旬～6月下旬

申請期間（1次募集）

◆ 2次募集

 募集期間（予定）：2021年6月下旬～7月下旬

 交付決定（予定）：2021年7月中旬～8月下旬

◆ 3次募集 （予算の執行状況により実施しない可能性があります。）

 募集期間（予定）：2021年8月下旬～9月下旬

 交付決定（予定）：2021年9月中旬～10月下旬

追加募集の予定
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1. はじめに
1-5. 申請方法・問い合わせ先

7

申請は以下のWebサイトから、オンライン申請システムにて入力・提出を行ってください。

なお、書面での郵送等は受付けておりませんので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。

「ARTS for the future!」特設Webサイト：https://aff.bunka.go.jp/

特設WebサイトのFAQもご参照ください。

申請方法

ARTS for the future!事務局

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル2F

特定非営利活動法人 映像産業振興機構

TEL: 0120-510-335 FAX: 03-3543-7533

申請等のお問い合わせ先
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2. 補助対象者
2-1. 補助対象者

8

文化芸術基本法第8条～第12条に定める文化芸術分野で公演等の主催の実績のある文化芸術団体及び文化施設（劇場、
音楽堂等、美術館、博物館等の設置者）

（１）国内の文化芸術関係団体（地方公共団体を除く）

以下のイ又はロ又はハのいずれかに該当する団体

イ. 団体としての公演等の主催の実績がある法人格を有する文化芸術団体

ロ. 公演等の主催の実績を有する者が中核となり設立した法人格を有する文化芸術団体

ハ. 法人格を有しないが、以下の①から③のいずれかの団体で、＊の要件を充たしている団体

① 公演等活動の主催の実績を有する任意団体

② 公演等活動の主催の実績を有する者が中核となる任意団体

③ 公演等活動の主催の実績を有する団体等が中核団体となる実行委員会

＊定款に類する規約等を有し、以下について明記されていること

• 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること

• ⾃ら経理し、監査する等の会計組織を有すること

• 団体活動の本拠としての事務所を有すること

（２）国内の文化施設の設置者又は運営者

主催事業を実施している国内の文化施設の設置者又は運営者
（文化施設の設置者又は運営者である地方公共団体、独立行政法人を含む）

補助対象者

※構成員や関与する個人や団体に報酬等を支払う団体であること
※38ページに記載する「申請できない活動・団体」に該当するものを除く 77



○ 主催事業を実施している施設の設置者

（文化施設の設置者又は運営者である地方公共団体、独立行政法人を含む）

• 文化施設とは以下のものを含みます。

✓ 劇場・音楽堂等

✓ ライブハウス等

✓ 映画館

✓ 美術館・博物館等

2. 補助対象者
2-2. 補助対象者となる団体・施設の具体例

9

・ 公演等活動の主催者の実績がある法人格を持つ文化芸術団体

・ 団体として公演等活動の主催者の実績を有する任意団体

・ 個人として公演等活動の主催者の実績を有する者が中核となる任意団体

・ 公演等活動の主催者の実績を有する団体が中核となる実行委員会

補助対象者となる文化芸術関係団体の具体例

補助対象者となる国内文化施設の具体例
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2. 補助対象者
2-3. 補助金の申請主体の判定基準例

10

補助金の申請ができるかどうかの判定基準として、公演・展覧会等の主催者として、公演等の開催に資金面
での責任を持つ者であるかどうかが判定基準となります。

申請主体の判定基準例

×

×/〇

〇

〇

×

×

〇

実演家、スタッフ等

映画館

ライブハウス等の運営者

複数の文化施設の
設置者又は運営者

いわゆる売り公演を行う劇団等

貸館を行う劇場所有者
及び運営者

公演や展覧会等を行う
民間企業等

全国的に広報・宣伝され公開される作品の上映に関わる活動は対象とはなりません。映画
館として、主体的に特色ある作品や作品群を積極的に選定し、広報・上映公開する活動
を対象とします。

不特定多数を対象とした主催公演等を実施する者で、適切な内部規定等が具備されて
いれば対象となります。（但し、貸館行為のみを行う場合は対象となりません。）

施設ごとではなく法人等単位の申請となります。（但し、設置者が異なる地方公共団体の
施設の管理を行っている場合は、地方公共団体別の申請を可能とします。）

売り公演の場合、劇団は申請主体となりません。会場となる劇場等が主催公演として実施
する場合は、主催する劇場等が対象となります。

貸館の場合、劇場は申請主体となりません。劇場を会場として、劇団等が主催公演として
実施する場合は、主催する劇団等が対象となります。

本補助金では、公演等を実施する団体を支援することにより、フリーランスの個人やスタッフ
会社にも支援が届くことを意図しております。

民間企業や民間ホールが主催して行う公演や展覧会等は対象となります。
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以下の文化芸術分野が補助対象となります。

3. 補助対象となる分野・活動
3-1.補助対象分野

11

音楽

演劇

伝統芸能

大衆芸能

生活文化

国民娯楽

映画製作※2

美術 等※1

マンガ※1

＜公演等＞

＜展覧会等＞

ポップス/ロック 演歌 クラシック ジャズ 等

演劇 ミュージカル 等

歌舞伎 雅楽能楽 文楽 組踊

等

落語 漫才 講談 漫談 浪曲

等

茶道 華道 等

囲碁 将棋 等

絵画 彫刻 等

マンガ

＜映画製作＞
等

※１: 展示即売会を含みます。
※２: 映画製作は、映倫番号を取得し、有料一般公開を行うものが対象となります。

映画上映 映画祭 等

劇映画 記録映画 アニメーション映画

邦楽 日本舞踊

等

舞踊 バレエ 現代舞踊
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3.補助対象となる分野・活動
3-2.補助対象となる活動

12

（１）充実支援事業
○ 不特定多数の者に公表する公演や展覧会等の活動を行い、チケット収入等を上げることを前提とした積極的な活動で、新しい文

化芸術活動のイノベーションを図るとともに、文化芸術活動の持続可能性を強化する取組。

（２）キャンセル料支援事業
○ 16ページに示すキャンセル料支援事業対象地域（2021年1月8日以降に緊急事態措置区域、経過措置及び2021年4月1

日以降まん延防止等重点措置区域とされた都道府県）で実施を予定していた公演活動等（キャンセルになった場合の開催しな
くても発生してしまった経費）及び動画作成。

上記の活動については、下記を満たす必要があります。
• 申請者が主催者として関与する活動であること
• 当該活動について、出演等する個人や団体に報酬を支払うものであること
• 不特定多数の人を集めて開催するものであること
• 国内の公演・展覧会等の活動であること※

• 公演等実施時点における新型コロナウイルス感染症に関する政府、都道府県等の方針・要請等及び業種ごとの
感染拡大予防ガイドライン等に反しないこと

※ 国内の活動であっても、海外の実演家等を招聘するだけの公演は対象とはしません。但し国内団体が主体的に関与している公演等は対象となります。

＜映画上映・製作について＞
• 映画上映については、全国的に広報・宣伝され公開される作品の上映に関わる活動は対象とはなりません。映画館として、主体的に特色ある作品や作

品群を積極的に選定し、広報・上映公開する活動を対象とします。
• 映画製作は、映倫番号を取得し、有料一般公開を行うものが対象となります。概ね20分以上の作品で，有料一般公開（3日以上）を行うものを対

象にしています。（初号試写から1年以内に上映できない場合には，補助金の返還が必要です。）

対象となる活動

以下の（１）または（２）、もしくはその両方を本補助金の対象とします。

※38ページに記載する「申請できない活動・団体」に該当するものを除く
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3.補助対象となる分野・活動
3-3.補助対象となる活動：積極的な活動の具体例

13

（１）公演、演奏会、コンサート、ライブ等

• 既公演の演出を変えて実施する公演

• 新作若しくは当該団体が過去3年間で上演実績がなかった演目の公演

• 他の文化芸術関係団体とコラボレーションした公演

• 新たな専門性を有する実演家等を招聘し実施する公演

• 経験年数が少ない若⼿に役を配分して実施する公演

• 有観客で公演等を行うとともに、オンライン配信等を行い顧客の拡大に取り組む公演

• 新たな顧客を獲得するために鑑賞の仕方等の解説をした上で行う公演

• 観客との交流など来場者拡大に資する施策を付加した公演 等

（２）映画製作

• 有料一般公開を行う新作映画の製作 等

（３）展覧会等（作品の展示即売を含む）

• 企画展、常設作品のテーマ展示、新作の展示

• 教育普及プログラム、ワークショップ、地域ゆかりの作家と共同して制作するプログラムを実施した上で行う展示

• 映画上映（映画祭、監督特集） 等

（４）ジャンル複合

• 展覧会も含んだ公演、ギャラリー空間で行うパフォーマンス 等

積極的な取組の具体例

補助対象となる公演等における積極的な取組事例として、以下のような例も補助対象となります。
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3.補助対象となる分野・活動
3-4.補助対象となる活動の判定基準例 (1/2)

14

×

〇

対象となる活動の判定基準例

×

×

×/〇

学生団体等の無料公演

スポンサー収入による無料公演

販売促進や宣伝等を
目的としたイベント

海外からの招聘者による公演

海外での公演

本補助金はプロの方へお金が渡ることや業界を回していくことを目的としており、原則としてアマ
チュアによる無料公演は対象となりません。

観客の参加料は無料であっても、スポンサー収入や協賛金など外部資金を確保するとともに
出演者等へ報酬を支払う場合は、対象となります。但し、商業施設等で行う販売促進や宣
伝等を目的とした無料集客イベント等は対象となりません。

単に海外のアーティストを招聘するだけの公演は対象となりません。但し、国内を主な拠点と
して活動している者がその実演に主体的に関与している公演等は対象となります。
（例えば、主役、演出家、舞台監督、制作監督、プロデューサー若しくはステージマネー
ジャー等が当該国内活動者の場合や、出演者の過半数が当該国内活動者の場合）
なお、その出演者の一部を海外から招聘するための旅費については対象経費となります。

本事業は、新型コロナウイルスにより、文化芸術活動の⾃粛を余儀なくされた文化芸術関係
団体や文化施設が国内で行う活動に限定しています。

一般的な商品の販売促進や宣伝等を主たる目的としたイベントは対象となりません。

×オンライン配信のみの実施 不特定多数の人を集めて開催する公演や展覧会等ではないため、対象とはなりません。
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3.補助対象となる分野・活動
3-4.補助対象となる活動の判定基準例 (2/2)

15

常設展をそのまま開催する場合は対象となりません。但し、常設展に観客増加の施策等を
付加したり、所蔵作品のテーマ展示を開催する場合は、支援対象となる可能性がありま
す。

映画製作は、映倫番号を取得し、有料一般公開を行うものが対象となります。

映画館として、主体的に特色ある作品や作品群を積極的に選定し、広報・上映する活動
を対象とします。例えば、ミニシアター等が開催する「〇〇映画週間」や「〇〇映画祭」など
特色あるプログラムは対象となります。

〇

対象となる活動の判定基準例

映画の一般上映については、全国的に広報・宣伝され公開される作品の上映に関わる活
動は対象とはなりません。×

〇

シンポジウムの開催は原則対象となりません。但し、公演に付随させて観客とのワーク
ショップを開催するようなスキームであれば対象となります。

有料一般公開を行う
新作映画の製作

美術館等の常設展

特色ある映画作品や作品群の
特別上映

映画の一般上映

シンポジウムの開催

×/〇

×/〇

×アマチュア団体が行う
コンクールや展覧会等

本事業は、不特定多数の者が参加する有料公演等を行うプロの団体を支援するもので
すので、対象とはなりません。参加者が出展料等を支払う必要がある活動は対象とはな
りません。但し、出展料等を主催者に支払う場合でも作品等を販売する場合は対象と
なります。
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3.補助対象となる分野・活動
3-5. キャンセル料支援事業について（1/2）

16

1. キャンセル料支援事業について、以下の2点を満たすものに限り、対象となります。＜2021年4月20日時点＞

 以下に示す「キャンセル料支援事業対象地域」において、イベント開催制限や施設利用に関する協力依頼等により開催等を⾃粛

（延期・中止）する（した）公演等

 以下に示す「キャンセル料支援事業対象期間」に予定されていたもの

2. キャンセル料支援事業対象地域

• キャンセル料支援事業対象地域は、以下の3つに該当する区域を指します。

a. 2021年1月7日以降に、緊急事態措置区域とされた都道府県

b. 緊急事態措置区域から除外された都道府県（経過措置）

c. 2021年4月1日以降にまん延防止等重点措置区域とされた都道府県

3. キャンセル料支援事業対象期間

• 別紙「キャンセル料支援事業対象地域一覧」に示す都道府県ごとの緊急事態措置期間、経過措置期間、まん延防止等

重点措置期間を指します。

4. キャンセル料支援事業の例外適用

• 以下の要件をいずれも満たす場合は、一部の公演等がキャンセル料支援事業対象地域以外でも、キャンセル料支援事業の対象に

含めることができます。

①上記1に該当する公演等の収入予定額が、ツアー全体の収入のうち、50%以上を占める場合

②コンサートツアーを構成するすべての公演を延期・中止した場合

※但し、2021年1月7日より前に実施予定であった公演等は対象とはなりません。

補助対象となるキャンセル料について

キャンセル料支援事業については、以下のものを対象に補助します。
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3.補助対象となる分野・活動
3-5. キャンセル料支援事業について（2/2）

17

5. 補助対象となる費用

• 前ページ「2.キャンセル料支援事業対象地域」で該当する区域ごとに、以下に当てはまる⾃粛した公演活動等の開催準備のために

発生した経費と、「6.活動の積極性の担保」のためのPR動画作成等の経費が対象となります。

a. 緊急事態措置区域とされた都道府県：

緊急事態措置期間内に開催予定であった公演等の費用のうち、別紙「キャンセル料支援事業対象地域一覧」で示す発注時

期よりも前に発注した一部または全部の費用

b. 緊急事態措置区域から除外された都道府県（経過措置）：

2020年12月23日発出の事務連絡※より引き続き厳しいイベント開催制限が課されている、公称座席数20,000人以上の

会場において実施予定であった公演等の費用のうち、別紙「キャンセル料支援事業対象地域一覧」で示す発注時期よりも前

に発注した一部または全部の費用

c. まん延防止等重点措置区域とされた都道府県：

2020年12月23日発出の事務連絡※ より引き続き厳しいイベント開催制限が課されている、公称座席数10,000人以上の

会場において実施予定であった公演等の費用のうち、別紙「キャンセル料支援事業対象地域一覧」で示す発注時期よりも前

に発注した一部または全部の費用

6. 活動の積極性の担保

• すでに延期・中止された公演等についてはその活動の積極性を確認することができないため、延期・中止公演に関連する内容のPR動

画（長さは概ね5分以上を目安とします。）を制作し発信いただくことで、活動の積極性を担保します。

• そのため、キャンセル料支援事業の申請には動画作成・発信いただくことが必須となります。

補助対象となるキャンセル料について

※「 【事務連絡】分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて」:  https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf
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4. 補助金額
4-1. 補助金の額

18

 補助金の額は、1団体当たり最大で2,500万円となります。

 公演等の従事人員数や事業者の団体規模等に応じて、補助上限額（600万円、1,000万円、1,500万円、
2,000万円、2,500万円のいずれか）が設定されます。詳しくは、次ページの補助上限額の区分をご確認ください。

補助金の額

補助金の額については、以下のルールに基づき決定されます。

 1団体は複数の公演等・展覧会等・映画製作をまとめて申請できますが、申請して交付決定されるのは1回のみです。

 充実支援事業とキャンセル料支援事業をどちらも申請したい場合は、1回の申請でまとめて記載するようにお願いします。

 複数の文化施設やさまざまなジャンルの公演等を有している法人であっても、法人単位の申請をお願いします。
但し、設置者が異なる地方公共団体の施設の管理を行っている場合は、地方公共団体別の申請を可能とします。

1法人/団体＝1交付決定のルール

 本補助金は、補助対象となる経費全額か、
補助上限額のどちらか小さい金額を補助します。

補助率

補助対象経費

補助対象外経費

事業全体
補助上限額

どちらか
小さい方
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4. 補助金額
4-2. 補助上限額の区分（公演等の場合）

19

公演等（主として人が演じるもの（舞台芸術））の場合は、補助事業に従事する人員の規模をベースに、
補助上限額の区分を決定します。
但し、従事人員規模を適正に把握できないことを想定して、①もしくは②の補正基準を適用できます。

区分
補助額の

上限

1回当たりの
従事人員規模

（計画）

補正基準（過去実績）

①団体の
年間収入規模

②主催した公演等の会
場の年間延べ総座席数

I 600万円 50人未満 - -

II 1,000万円 50人以上 3億円以上 3万席以上

III 1,500万円 80人以上 5億円以上 5万席以上

IV 2,000万円 120人以上 7.5億円以上 7.5万席以上

V 2,500万円 170人以上 10億円以上 10万席以上

✓ 具体的な従事人員の規模の算出方法は、22ページをご確認ください。

✓ 区分II～Vに該当する団体は関係資料をご提出いただくことがあります。

✓ 団体としての主催実績がなく、個人としての主催実績に基づき申請する任意団体は、区分Iを適用します。

✓ 「団体の収入規模」を補正基準として利用する場合、過去4年間のうち、最も収入規模が大きい年度の財務諸表を提出してください。

なお、団体の収入規模は、文化芸術分野に関する収入のことを指します。

✓ 「主催した公演等の会場の年間延べ総座席数 」を補正基準として利用する場合は、 実際に売れたチケット数ではなく、 1年間の主催した公演等の
会場の総座席数を計算して提出してください。その際、過去4年間のうち、最も総座席数が多くなる年度を選択してください。 88



4. 補助金額
4-2. 補助上限額の区分（展覧会等の場合）

20

展覧会等（主として美術作品等を見せるもの）の場合は、補助事業に従事する人員の規模をベースに、補
助上限額の区分を決定します。
但し、従事人員規模を適正に把握できないことを想定して、①もしくは②の補正基準を適用できます。

区分
補助額の

上限

1会期当たりの
従事人員規模

（計画）

補正基準（過去実績）

①団体の
年間収入規模

②主催した展覧会等の
年間総入場者数

I 600万円 50人未満 - -

II 1,000万円 50人以上 3億円以上 20万人以上

III 1,500万円 80人以上 5億円以上 35万人以上

IV 2,000万円 120人以上 7.5億円以上 50万人以上

V 2,500万円 170人以上 10億円以上 65万人以上
✓ 具体的な従事人員の規模の算出方法は、22ページをご確認ください。

✓ 区分II～Vに該当する団体は関係資料をご提出いただくことがあります。

✓ 団体としての主催実績がなく、個人としての主催実績に基づき申請する任意団体は、区分Iを適用します。

✓ 「団体の収入規模」を補正基準として利用する場合、過去4年間のうち、最も収入規模が大きい年度の財務諸表を提出してください。

なお、団体の収入規模は、文化芸術分野に関する収入のことを指します。

✓ 「主催した展覧会等の年間総入場者数」を補正基準として利用する場合は、実際に売れたチケット数ではなく、1年間の主催した展覧会等の総入
場者数を計算して提出してください。その際、過去4年間のうち、最も総入場者数が多くなる年度を選択してください。
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4. 補助金額
4-2. 補助上限額の区分（映画製作の場合）

21

映画製作の場合は、映画製作費を基準に、補助上限額の区分を決定します。

区分
補助額の

上限
映画製作費

I 600万円 -

II 1,000万円 6,000万円以上

III 1,500万円 1億円以上

IV 2,000万円 1.5億円以上

V 2,500万円 2億円以上

✓ 区分II～Vに該当する団体は関係資料をご提出いただくことがあります。

✓ 映画製作費は申請事業の1件当たりの費用を指します。

✓ 団体としての主催実績がなく、個人としての主催実績に基づき申請する任意団体は、区分Iを適用します。
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4. 補助金額
4-3. 活動に従事した人員の考え方

22

 活動に従事した人員の計算に含める対象として、専門的な技能が必要となる下記の者を原則としています。（公演等の実施日の
みに従事した場合は、１日当たり1.5万円以上の賃金相当額の支払いを受けることを目安とします。但し、複数日に渡って従事し
た場合には上記の目安を下回ることも可能です。）アルバイトの警備員等は専門的な技能者とは考えないためカウントできません。

◆ 公演等

• 出演者等

• 演出者等（演出、脚本 等）

• 制作スタッフ等（音響、照明、大道具、小道具、衣装、メイク 等）

◆ 展覧会等

• 出展者等 （但し、出展料等を主催者に支払う出展者については「従事した人員」にはカウントできません。

15ページ「アマチュア団体が行うコンクールや展覧会等」参照)

• 企画スタッフ等（学芸員、キュレーター 等）

• 展示スタッフ等（会場設営、輸送 等）

 原則、事務職員は含めません。

 従事人員については、延べ数ではなく、実数（1人が複数の役割を果たしている場合、重複はできません）で計算してください。

 公演等については1回単位で算出してください。複数の公演等を申請する場合は、1公演毎の人数を平均して算出してください。

 展覧会等については1会期単位で算出してください。複数の展覧会等を申請する場合は、対象会期毎の人数を平均して算出してください。

活動に従事した人員の考え方
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補助事業の対象期間

5. 補助事業対象期間
5-1. 補助事業対象期間

23

▼交付決定

補助事業の対象期間は、2021年の緊急事態宣言下における活動を支援するために、緊急事態宣言の発
令日（2021年1月8日）まで遡り、2021年1月8日から2021年12月31日までとなります。

補助事業実績報告

補助金支払

適正な実績報告提出から2ヶ月程度 充実支援事業とキャンセル
料支援事業は合わせて支払
処理されます。

概算払

補助金の一部について概算払いを申請することができます。

まん延防止等重点措置期間緊急事態宣言発令期間

各地域のまん延防止等
重点措置発令日

【充実支援事業】補助事業実施

各地域のまん延防止等
重点措置解除日

キャンセル料支援事業は、原則、キャンセル料支援事業
対象地域で、キャンセル料支援事業対象期間内に予定し
ている（いた）公演等に限ります。（16ページ参照）

募集期間

補助事業の
対象期間(終了）
2021年12月31日

補助金
支払期限

2022年3月31日まで

補助事業の対象期間
（開始）

2021年1月8日

各地域の緊急事態
宣言解除日

実績報告
提出期限

2022年1月10日

補助金募集開始
2021年4月26日

経過措置期間

【キャンセル料支援事業】補助事業実施
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5. 補助事業対象期間
5-2. 補助事業対象期間に関する注意点

24

 緊急事態宣言の発令期間中に実施した公演等も対象となります。

• 緊急事態宣言下における文化芸術関係団体等の活動を支援するために、緊急事態宣言の発令日（2021年1月8日）まで
補助事業の対象期間の開始日を遡る運用にします。

 キャンセル料支援事業の対象となるのは、原則、キャンセル料支援事業対象地域で行う予定だった、キャンセル料支援対象期間内の
公演等のみになります。（16ページ 及び 別紙「キャンセル料支援事業対象地域一覧」参照）

 緊急事態宣言の発出という状況を踏まえ、会場費等の⼿付金の支払いなど、 2021年１月８日以前にかかった経費も対象となる
場合があります。

 映画製作は2021年12月末までに完成し初号試写が行われること、かつ、初号試写から1年内に有料一般公開することが条件とな
ります。

補助事業の対象期間に関する注意点

補助事業の対象期間に関する注意点は以下になります。
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6. 補助対象となる経費
6-1. 補助対象経費・補助対象外経費

25

補助対象となる経費と対象外となる主な経費は以下の通りです。
補助事業のために事業者自身が支出し、事業者名義の証拠書類が確認できる経費のみが対象です。

補助対象となる経費

補助対象外経費

✓ 事務用備品購入費

✓ 切⼿代、印紙代、金券類

✓ 振込⼿数料

✓ 物販関係費

✓ 飲食関係費

✓ 交際・接待費

【人件費】
出演費 （出演料 等）
稽古費 （稽古料、リハーサル費 等）
スタッフ費 （音響・照明スタッフ費、会場整理員等賃金 等）
諸謝金 （講師謝金、指導謝金、翻訳謝金 等）

【物件費】
音楽費 （作曲費、編曲費 等）
文芸費 （監督料、脚本料、演出料、監修料、振付料 等）
舞台・美術費 （大道具、小道具、衣装費、照明機材費 等）
会場費 （会場施設使用料、稽古場使用料 等）
役務・委託費 （運搬費、広告宣伝費、映倫審査費、配信費 等）
旅 費 （交通費、宿泊費 等）
借損料 （楽器借料、作品借料、権利使用料、付帯設備費 等）
需用費 （消耗品費、印刷製本費、感染予防対策費 等）

※スタッフ費等を同一の会社に一括にして支払う場合は、人件費のスタッフ費に計上してください。
※音楽費、文芸費については概ね委託関係にあることから物件費に含めていますが、直接個人に支払う場合は人件費のスタッフ費に計上するようにしてください。
※映画製作については、製作費用だけが対象となり、配給や興行にかかる経費は対象となりません。

✓ 本補助金の申請、実績報告にかかる費用

✓ 社内人件費※1

✓ 国内消費税 等

※1:申請した活動にかかる、企画制作や運営、広報等に従事したスタッフの方については、当該活動に従事した時間とそれ以外の活動に従事した時間とを切り分け、適正に
管理できるものは、対象経費となります。ただし、当該活動とは関係のない作業については対象となりません。 94



6. 補助対象となる経費
6-2. 対象となる経費の発注・発生期間

26

補助の対象となる経費の考え方は以下の通りです。

➢ 原則として、事業開始日（2021年1月8日以降の日付）以降に発注し、事業完了日（2021年12月31日以前の日付）までに
請求書を受領したものが補助対象経費となります。

➢ やむを得ない事情により2021年1月8日より前に発注した会場費、権利使用料は、補助対象経費として認められる場合があります。

➢ 原則として、補助事業のために事業者⾃身が支出し、事業者名義の証拠書類が確認できる経費のみが対象です。

事業開始日
（2021年1月8日以降）

発注

請求書
受領

原則として、 2021年1月8日前に
発注された経費は補助できません

発注
請求書
受領

請求書
受領

発注

会場費
権利使用料 等

〇

〇

×

×

事業完了日以降の日付の請
求書は対象になりません

発注

補助対象経費の発注・発生期間

請求書
受領

交付決定日

※キャンセル料支援事業の場合は、2021年1月8日より前に発注した会場費、権利使用料以外の費用も補助対象経費として認められる場合があります。

事業完了日
（2021年12月31日以前）
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6. 補助対象となる経費
6-3. 他の補助金との重複について

27

同じ取組（公演等、展覧会等、映画製作）に対して他の公的な補助金・助成金等を二重に受けることはできません。

他の公的な補助金・助成金等を受けている場合

本補助金

J-LODlive補助金

補助対象公演×

一つの公演を実施するにあたって、複数の補助金・委託費を財源とすることはできません。

また、J-LODlive、J-LODlive2、J-LODr2③については、複数の補助金による同一シリーズの公演等は支援はできません。なお、

公演の内容、出演者・スタッフが異なる場合等、総合的に判断して異なると判断できる場合には、複数の補助金に申請できます。

J-LODr2③

【他の補助金との判断例】

シリーズ公演等で、どのような場合に他の補助金にも申請できるか例を示します。

申請できないケース：全国ツアーのうち東京での連続公演をJ-LODliveに申請している場合、同じツアーの他の地域での公演は申請できません。

申請できるケース： 全国ツアーの期間を延長して、新たなゲスト出演者を招いて違うセットリストに変更して行う追加公演〇

×

J-LODlive2補助金

その他の補助金等
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7. 申請・実績報告
7-1. 申請に必要な書類の概要 (1/2)

28

具体的な申請に関する手続きは、別途、「申請の手引き」に記載します。
ここでは、申請するにあたり事前に準備いただく必要がある項目について、概要を示します。

団体情報

入力・添付する情報（サマリー）
採択実績※1

提出方法
あり なし

法人名・団体名 〇 〇

システム入力

代表者役職・氏名 〇 〇

郵便番号・住所・電話番号 〇 〇

実績ID（継続支援事業・J-LODlive・J-LODlive2）※1 〇 －

文化芸術の分野 〇 〇

誓約書 〇 〇

団体証明書（実績ID・文化庁支援事業実績(R2年度）があれば不要）
法人：法人登記簿謄本（申請日前3か月以内に発行された「履歴事項全部証明書」）

団体：定款等に類する規約
－ 〇

ファイル添付（任意団体の場合）代表者本人確認書類 〇 〇

決算書 －※2 〇

実績証明書 《主催公演等の実績》 －※3 〇

※1：文化庁令和2年度第2次補正予算事業「文化芸術活動の継続支援事業」、経済産業省令和2年度第1次補正予算「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金
（J-LODlive）」、または第3次補正予算「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金（J-LODlive2）」での採択実績及び採択された際に発行されたIDを指す。

※2 :「団体の収入規模」を補正基準として利用する場合、過去4年間のうち、最も収入規模が大きい年度の決算書を提出してください。
※3：継続支援事業・J-LODlive・J-LODlive2・文化庁支援事業において、実施済みの公演等がない場合は、提出が必要です。

97



7. 申請・実績報告
7-1. 申請に必要な書類の概要 (2/2)

29

事業申請

※1：文化庁が定める補助上限額の区分（19～21ページ参照）
※2：区分Ⅰの場合であっても、①～③のいずれかに該当する場合は、収支計画書の提出が必要です。

①収入（見込）の2倍を超える補助金の申請となる場合、②継続支援事業・J-LODlive・J-LODlive2 ・文化庁支援事業(R2年度）に採択されたことのない団体、③映画製作の場合
※3：事業開始日は、補助事業実施のため経費が発生する発注を行う日（2021年１月8日以降）、事業完了日は、予定された補助事業をすべて終了し、すべての経費が確定（事業者が請求
書または領収証等を受領）する日（2021年12月31日以前）になります。

入力・添付する情報（サマリー）
補助上限額区分※1

提出方法
Ⅰ Ⅱ以上

事業名称・概要 〇 〇

システム入力

事業開始日・完了日※3 〇 〇

取組別 取組名称・分野 〇 〇

実施する都道府県・会場名 〇 〇

取組の内容・積極的な活動の種類 〇 〇

実施スケジュール 〇 〇

補助対象経費・補助対象外経費・収入（見込） 〇 〇

補助金上限額ランク 〇 〇

従事する人員数・従事する人員リスト 〇 〇 入力/添付

補正基準の実績を証明する書類 － 該当者のみ
ファイル添付

収支計画書 －※2 〇

振込先口座情報・口座情報の確認書類（事業者名義の口座に限る） 〇 〇 入力/添付

補助金申請額が、チケット収入等の⾃己収入額を大幅に上回る場合は、収支計画書を詳細に確認させていただくことがあります。
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7. 申請・実績報告
7-2. 実績報告に必要な書類の概要

30

実績報告

入力・添付する情報（サマリー） 提出方法

事業名称・概要

システム入力

事業開始日・完了日

取組別 取組名称・分野

実施した都道府県・会場名

取組の内容・積極的な活動の種類

実施スケジュール

取組の内容が分かる資料（写真、成果物等）/
積極的な活動を担保するPR動画（キャンセル料支援事業の場合）

添付ファイル

補助対象経費・補助対象外経費・収入（実績） システム入力

従事した人員数・従事した人員リスト 入力/添付

収支報告書
添付ファイル

証拠書類(請求書、領収証等)

具体的な実績報告に関する手続きは、別途、「実績報告の手引き」に記載します。ここでは、実績報告の概要を示します。
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• 証拠書類として、金額確定の証拠が必要になります。

• 実績報告で提出いただく請求書・領収証等の証拠書類は、原則として、補助事業の開始日～完了日（26ページをご参照く
ださい。）の日付である必要があります。

7. 申請・実績報告
7-3. 実績報告時にご提出いただく証拠書類について

31

実績報告をいただく際に、対象となるすべての経費について証拠書類が必要となります。
原則として、補助事業のために事業者自身が支出し、事業者名義の証拠書類が確認できる経費のみが対象
です。

証拠書類について

又は 領収証
いずれの場合も「発行者」「宛名」 「発行日」

「内容」「金額」の記載がないものは無効になります。

※内容の明細が不明瞭な際は、 「見積書」「料金表」 「請求明細」「納品書」「検収書」等で補完してください。
※請求書を証拠書類として提出された場合、その支払記録についても必ず保管するようにしてください。事務局・文化庁・国の補助金等の執行を監督する会計検査
院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるように保存しておく必要があります。

請求書

【名義が異なる証拠書類の例】

以下のように事業者名義ではない証拠書類は無効となりますのでご注意ください。

✓ 旅費の宿泊費の領収証： 領収証の宛先が従業員の個人名（「文化 太郎 様」など）

注）補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せ

られることがあります。

【金額確定の証拠】
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7. 申請・実績報告
7-4. 事業者⾃身が会場を所有・運営している場合

32

事業者自身が公演会場、展覧会会場を所有・運営している場合の、施設維持費の補助対象経費の算出方法

事業者自身が公演会場、展覧会会場等を所有・運営している場合、施設維持費が補助対象経費となる考
え方は以下の通りです。

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

N月の公演等スケジュール (計 11公演等)

N+1月の公演等スケジュール (計 6公演等)

※ ○の日が公演等日とする

開催期間中の会場借料見合の費用として、施設維持費（減価償却費、固定資産税相当額、会
場賃料等）を計上することができます。算出の際は、補助事業で使用した日数分を按分し計上して
ください。

左記の場合、公演等が実施された17日間が補助対象経費となります。

【計算方法例①：年額請求の場合】
年額請求となる費用から補助対象経費を算出 （例：減価償却費、固定資産税相当費用 等）

年間の費用のうち 17 日分の費用が対象となるため、補助対象経費は以下の通り。
補助対象経費 = 「費用」 × 17/365

【計算方法例②：月額請求の場合】
月額請求となる費用から補助対象経費を算出（例：会場賃料等）

月間の費用のうち 11日分（N月）と6日分（N+1月）の費用が対象となるため、補助対象経費
は以下の通り。

N月：補助対象経費 = 「費用」 × 11/30
N+1月：補助対象経費＝「費用」×6/31

※上記で算出した補助対象経費は、端数切り捨てとしてください。

※キャンセル料支援事業の場合も対象となります。
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①公演等において動員人数が活動の延べ人数で3万人を超えない事業

②展覧会等において動員人数が活動の延べ人数で20万人を超えない事業

③リアルタイムフル配信を行う有観客の公演等

7. 申請・実績報告
7-5. 交付額事後調整

33

補助金の支払額は、チケット収入等(来場チケット、オンライン鑑賞チケットともに含む)の総額が事業全体の経費の総額を超えた
場合、その差額の1/2を補助金額から減額します。但し、以下の①～③のいずれかに当てはまる場合はその限りではありません。

交付額事後調整の対象とならないもの

※映画製作の場合は、有料一般公開後1年間の当該映画の観客動員人数が延べ30万人を超える場合、調整が必要です。
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7. 申請・実績報告
7-6. シンボルマーク等の表記について

34

交付決定を受けた事業については、当該事業の実施に際して作成するリリース、ポスター、チラシ、パンフレット、プログラム、映像
作品、配信映像、上映、上演等に本補助金のロゴマーク若しくは「ARTS for the future!」の補助対象である旨を表記してく
ださい。

＜重要＞以下のクレジット例を参考にして、表記してください。

＜表記例＞

【文化庁ロゴ】
文化庁のロゴについても掲載いただくことができます。
下記サイトにロゴデータとガイドラインが掲載されていますのでご確認ください。
https://www.bunka.go.jp/bunkacho/symbolmark/index.html

文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業

以下のいずれかの形で表記をお願いします。
① ロゴ＋テキスト
② ロゴのみ
③ テキストのみ

下記サイトにロゴデータとガイドラインが掲載されていますのでご確認ください。
https://aff.bunka.go.jp/uploads/AFF-logoset.zip
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7. 申請・実績報告
7-7. その他の注意事項 (1/2)

35

 補助事業の内容等の大幅な変更や中止・廃止する際には、事前の承認が必要です。

 補助事業は、交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業の内容等の大幅な変更を

希望する場合(軽微な変更を除きます)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、様式4「計画変更承認申請書」を提出

し、あらかじめ(発注・契約前に)、その承認を受けなければなりません(内容によっては、変更が認められない場合もあります)。

 また、補助事業を中止・廃止しようとする場合もあらかじめ様式５「補助事業中止・廃止承認申請書」を提出する必要があります。

補助事業の内容の大幅な変更、中止・廃止など

 補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れません。

 補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は2022年1月10日のいずれか早い日までに、様式8「実績報告書」 、

支出内容のわかる関係書類等及び補助事業で取り組んだ内容の成果物等を、事務局に提出しなければなりません。

 もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が事務局で確認できなかった場合には、補助金交付決定を受けていても、交

付決定が取り消され、補助金を受け取れなくなる可能性がありますので、必ず期日を守ってください。

 実績報告書を確認し、補助金の額を決定した後に、補助金をお支払いします。

 なお、希望される方は補助金の一部について交付決定後、概算払いを受けることができます。

実績報告書の提出

104



7. 申請・実績報告
7-7. その他の注意事項 (2/2)

36

 実際に受け取る補助金は「交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合があります。

 補助上限額の登録において、補正基準を適用せずに「従事人員規模」により補助上限額の区分を決定している場合において、従
事人員規模の実績数が、申請時の人員数よりも20%以上減っており、かつ、補助上限額の区分も下位の基準に当てはまる場合
は、下位の区分に基づいて、補助上限額が減額されます。
そのため、申請時の従事人員規模の算定は、慎重に実施していただくよう、お願いします。

 交付決定を受けていても、実績報告書等の確認時に、要件を満たしていると認められない場合や、活動内容の変更等により対象
経費が減額した場合等には、交付決定額から減額されて補助金が支払われることがあります。

 また、実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が計上されていることが判明した場合には、当該支出を除いて補
助対象経費を算出します。

実際に受け取る補助金の額
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8. 留意事項
8-1. 申請に当たっての留意事項 (1/4)

37

本補助金の申請に当たり、以下の点についてご留意ください。

 申請内容もしくは報告内容に虚偽があった場合、補助金の不正受給となり、返還請求の対象となるほか、詐欺罪に問われる
可能性があります。また、補助金の返還を命ぜられたときは、補助金受領日から返還日まで10.95％の加算金を加えて返還す
る必要があります。

 不正の事実があり交付決定の取消となった場合は5年間、調査等を正当な理由なく拒否し交付決定の取消となった場合は2
年間、文化庁の支援等へ申請制限を行います。

不正受給等に伴う申請制限について

 次に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取消されることがあります。

（１）補助事業者が、法令、文化芸術振興費補助金交付要綱、本募集要項等に基づく処分若しくは指示に違反した場合

（２）補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

（３）補助事業者が補助事業に関し不正、虚偽その他不適当な行為をした場合

交付決定の取消等
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8. 留意事項
8-1. 申請に当たっての留意事項 (2/4)

38

 以下の活動は原則として補助の対象とならず、申請できません。

○ 政治的又は宗教的な宣伝意図を有する活動

○ 慈善事業への寄付を目的として行われる活動

 下記に該当する場合は、補助対象外となります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営
業」を行う事業者

申請できない活動・団体

 補助金の振込指定口座は、事業者名義の口座のみになります。必ず申請する法人もしくは任意団体名の口座をご用意ください。

 振込口座は、申請時に必要となりますので、予めご準備をお願いします。

補助金の支払先口座
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8. 留意事項
8-1. 申請に当たっての留意事項 (3/4)

39

 補助事業関係書類は事業終了後5年間（2027年3月31日まで）保存しなければなりません。

 事業者は、補助事業に関係する帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間（2027年3月

31日まで） 、事務局や国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保

存しておかなければなりません。

 この期間に、会計検査院による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金の交付を受けた者の義務として応じなければ

なりません。また、検査等の結果、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。

補助事業関係書類の保存

 本補助金の交付は、補助金適正化法に基づき実施されます。

 本補助金の交付は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」に基づき実施されます。補

助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もし

くは100万円以下の罰金に処せられることがあります。 なお、申請に際しては、「宣誓書」において、「入力する事項に虚偽は

ない」旨等の宣誓をお願いしますので、事実と異なる記載内容での申請とならないよう、⼗分にご確認ください。

 申請書の内容に虚偽がある場合や、法令に違反していることが明らかな場合、当該法令による罰則のほか、交付決定取消や

交付済み補助金の全額返還(加算金付き)等の処分を受ける可能性があります。

補助金適正化法に基づく交付
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8. 留意事項
8-1. 申請に当たっての留意事項 (4/4)

40

 本補助事業の一覧(事業、団体の名称)を公表するほか、事業概要、補助金交付額及び実績報告についても公表することが
あります。

補助事業の公表

 事務局に提出された個人情報は、本補助事業の事務局業務の委託を受けた事業者の他、文化庁にも提供されます。

当該個人情報は、以下の目的の範囲で使用します。

① 補助事業の適正な執行のために必要な連絡

② 事業活動状況等を把握するための調査(事業終了後のフォローアップ調査を含みます。)

③ その他補助事業の遂行

個人情報の提供範囲・使用目的

 本募集要項やウェブサイト等の案内に記載のない細部の事項については、事務局の指示によるものとします。

その他

109



9. 問い合わせ先

41

ARTS for the future!事務局

「ARTS for the future!」特設Webサイト：https://aff.bunka.go.jp/

申請等のお問い合わせ先

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル2F

特定非営利活動法人 映像産業振興機構

TEL: 0120-510-335 FAX: 03-3543-7533
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御参加ありがとうございました。

＜ARTS for the future! 事務局主催 オンライン説明会＞

2021年5月
•第5回 2021年5月7日（金）16：00～17：30（定員500名）
•第6回 2021年5月10日（月）16：00～17：30（定員500名）
•第7回 2021年5月13日（木）16：00～17：30（定員500名）
•第8回 2021年5月14日（金）14：00～15：30（定員500名）

※お申込みの締め切りは、各回の前日17：00となります。
※以降も順次開催してまいります。
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